
寛
永
十
一

年

秋
田
藩
佐
竹
氏
の
二
つ
の
領
知
高

は
じ
め
に

江
戸
時
代
が
始
ま
っ
て
一

O
O年
も
経
つ
と
、
秋
田
藩
で
は
藩
庁
の

首
脳
た
ち
で
さ
え
藩
政
初
頭
の
自
藩
領
知
高
に
関
し
て
は
そ
の
実
態
を

掴
め
な
く
な
っ
て
い
た
。
秋
田
藩
が
幕
府
か
ら
二

O
万
五
人

O
O石
余

の
領
知
高
を
正
式
に
認
定
さ
れ
た
の
は
、
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
が
四
代

将
軍
徳
川
家
網
か
ら
領
知
判
物
を
拝
領
し
た
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）

の
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
秋
田
藩
の
領
知
高
を
記
し
た

当
時
の
文
書
を
見
て
も
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
数
値
の
意
味
が
す
ぐ
に
は

理
解
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

秋
田
落
享
保
改
革
を
主
導
し
た
家
老
今
宮
大
学
義
透
は
、
そ
の
基
本

政
策
と
し
て
領
内
農
村
の
実
勢
把
握
を
掲
げ
た
。
今
宮
は
、
藩
庫
に
残

さ
れ
た
文
献
の
調
査
を
命
じ
、
多
く
の
文
書
を
書
き
写
さ
せ
た
。
そ
れ

渡

辺

英

夫

は
、
純
粋
に
原
典
を
写
し
取
っ
た
複
製
も
あ
れ
ば
、
内
容
を
考
証
し
て

説
明
を
書
き
加
え
た
も
の
も
あ
っ
た
。
な
か
に
は
、
寛
文
か
ら
元
禄
の

こ
ろ
に
調
べ
ら
れ
た
書
類
に
さ
ら
に
コ
メ
ン
ト
を
付
け
て
再
び
筆
録
し

た
も
の
も
あ
っ
た
。
調
査
の
結
果
、
今
宮
は
秋
田
藩
が
幕
府
に
提
出
し

た
郷
村
高
辻
帳
に
実
態
と
異
な
る
点
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
改

訂
を
幕
府
に
願
い
出
る
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
時
点
で
、
今
宮
に
は

領
知
高
を
め
ぐ
っ
て
幕
府
と
秋
田
藩
と
に
あ
る
問
題
の
本
質
が
見
え
て

い
な
か
っ
た
。
実
は
、
秋
田
藩
が
提
出
し
た
郷
村
高
辻
帳
は
、
作
成
し

た
そ
の
時
点
で
、
既
に
あ
る
面
で
実
態
を
離
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
問
題
を
解
明
す
る
こ
と
が
、
本
研
究
の
大
き
な
目
的
だ
が
、
本
稿
で

は
そ
の
前
に
、
今
宮
の
文
献
調
査
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
た
成
果
に
基
づ

き
、
寛
文
四
年
の
判
物
拝
領
以
前
、
秋
田
藩
で
は
自
ら
の
領
知
高
を
ど

の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
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iv 今
宮
の
命
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
秋
田
藩
士
は
、
享
保
十
一
年
（
一

七
二
六
）
、
島
田
弾
正
よ
り
佐
竹
修
理
に
宛
て
ら
れ
た
年
号
不
記
の
書

状
を
発
見
し
、
次
の
通
り
そ
れ
を
写
し
取
っ
て
い
る
。

先
日
預
候
尋
之
曲
、
黍
存
候
、
以
上

先
日
被
下
候
御
知
行
高
之
寄
付
二
ツ
返
進
申
候
。
一
ツ
ハ
高
廿
六

万
石
余
、
一
ツ
ハ
廿
三
万
石
余
御
寄
付
候
。
此
中
被
仰
聞
候
こ
と

く
廿
五
万
石
之
惣
高
ニ
御
書
候
て
可
有
之
。
跡
ハ
御
付
候
て
不
入

事
候
。
将
又
、
権
現
様
よ
り
被
下
候
御
朱
印
之
、
つ
つ
し
も
被
成
可

有
之
。
恐
懐
謹
一
百

十

月

四

日

居

判

こ
れ
の
裏
に
は
、
「
島
田
弾
正
」
よ
り
「
佐
修
理
様
」
へ
の
宛
名
書

き
と
と
も
に
、
「
事
保
十
一
年
午
七
月
十
八
日
写
」
と
明
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
を
筆
写
し
た
年
記
が
わ
か
る
。
筆
録
者
は
、
発
見
し
た
当
時

の
状
況
を
次
の
よ
う
に
そ
の
包
み
紙
に
記
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
書
状
は
他
の
寄
付
三
通
と
一
緒
に
、
あ
る
木
箱
に
収
め
ら
れ
、
大
事

に
保
管
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

権
現
様
御
判
物
被
入
置
候
御
箱
之
内
ニ
有
是
候
嶋
田
弾
正
殿
害
状

写
壱
通
、
寛
永
年
中
之
御
高
書
付
写
三
通
。

こ
こ
で
、
「
権
現
様
御
判
物
」
と
あ
る
の
は
、
慶
長
七
年
七
月
二
十

七
日
付
で
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
た
「
出
羽
国
之
内

秋
田
・
仙
北
両
所
進
置
候
。
全
可
有
御
知
行
候
也
」
と
す
る
徳
川
家
康

の
領
知
判
物
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
木
箱
に
入
れ
ら
れ
て
大
切
に

保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
島
田
弾
正
か
ら
の

書
状
一
通
と
、
寛
永
年
中
に
記
さ
れ
た
秋
田
藩
の
領
知
高
に
関
す
る
書

付
三
通
も
一
緒
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
に
至
っ
た
経
緯
は

不
明
な
が
ら
、
そ
の
害
状
と
書
付
が
家
康
判
物
と
同
様
に
秋
田
藩
に

と
っ
て
極
め
て
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
同
じ
木
箱
に
入

れ
て
保
管
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
保
管
状
況
か
ら
、
こ
れ
ら
が
秋
田

離
に
と
っ
て
貴
重
な
文
書
で
あ
る
こ
と
は
、
発
見
し
た
と
き
す
ぐ
に
理

解
で
き
た
に
違
い
な
い
。
筆
録
者
は
、
同
様
の
写
を
二
部
作
成
し
、
後

世
に
伝
え
て
い
る
。
た
だ
、
一
方
の
写
の
一
枚
に
は
そ
の
端
裏
下
部
に

「
下
番
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
部
は
写
を
取
る
際
の
下
書
き
と
、

そ
れ
に
基
づ
く
浄
書
だ
っ
た
。

島
田
の
書
状
に
は
「
十
月
四
日
」
と
あ
る
だ
け
で
、
年
記
が
記
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
緒
に
保
管
さ
れ
て
い
た
他
の
書
付
三
通

は
い
ず
れ
も
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
九
月
二
十
二
日
付
の
も
の
だ
っ

た
。
こ
の
日
付
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
は
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
判
物
改

に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
島
田
弾
正
は
次
兵
衛
利
正

を
指
し
、
彼
は
寛
永
八
年
ま
で
江
戸
町
奉
行
を
勤
め
た
幕
府
の
実
力
者

だ
っ
た
。
島
田
は
、
『
佐
竹
家
譜
』
の
「
義
宣
家
譜
」
や
、
「
梅
津
政
景

日
記
」
に
も
た
び
た
び
登
場
し
、
初
期
の
秋
田
藩
政
に
お
い
て
秋
田
藩

は
こ
の
島
田
を
通
し
て
し
ば
し
ば
老
中
土
井
利
勝
に
接
触
を
図
っ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
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す
る
と
、
右
に
引
用
し
た
十
月
四
日
付
の
島
田
よ
り
秋
田
藩
二
代
藩

主
佐
竹
修
理
大
夫
義
隆
宛
の
返
書
は
、
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
秋
田

藩
は
家
光
の
判
物
改
に
際
し
、
自
藩
の
領
知
高
を
幕
府
に
ど
う
報
告
す

べ
き
か
内
々
に
島
田
に
打
診
し
た
と
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
二
六

万
石
余
を
記
し
た
領
知
高
目
録
と
二
三
万
石
余
の
目
録
二
つ
を
島
聞
の

も
と
に
届
け
、
ど
ち
ら
が
よ
い
か
、
そ
の
判
断
を
仰
い
だ
ら
し
い
。
文

面
か
ら
は
口
頭
で
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
が
、
結
論
と

し
て
島
田
は
右
の
返
書
を
し
た
た
め
、
秋
田
藩
が
申
告
し
た
領
知
高
の

聞
を
取
っ
て
二
五
万
石
の
「
惣
高
ニ
御
番
付
候
て
可
有
之
」
と
助
言
し

た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
判
物
改
の
際
に
は
家
康
か
ら
拝
領
し
た

判
物
の
原
典
に
写
も
添
え
て
提
出
す
る
よ
う
に
、
と
も
口
添
え
し
て
い

る。
な
ら
ば
、
秋
田
務
が
作
成
し
た
領
知
高
二
六
万
石
余
と
二
三
万
石
余

の
「
番
付
二
ツ
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
家
康
判

物
に
領
知
高
が
記
さ
れ
ず
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
か
ら
領
知
判
物
を
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
秋
田
藩
が
、
三
代
将
軍
家
光
の
判
物
改
に
ど
う
対
処

し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
も
あ
っ
た
。
寛
永
十
一
年
は
、
前
年
の
正

月
に
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
が
没
し
、
そ
の
甥
で
養
嗣
子
と
な
っ
た
義
隆

が
二
五
歳
で
二
代
藩
主
と
な
り
、
治
世
を
始
め
た
わ
ず
か
二
年
目
に
あ

た
る
。
秋
田
藩
に
と
っ
て
は
初
め
て
務
主
交
代
を
経
験
し
た
政
権
移
行

期
と
も
い
え
る
時
期
だ
っ
た
。
遺
領
の
継
承
を
つ
つ
が
な
く
済
ま
せ
た

安
堵
感
の
せ
い
か
、
翌
年
の
判
物
改
に
関
す
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
右
の
島
田
利
正
書
状
は
貴
重
だ
が
、
そ

れ
は
原
典
で
は
な
か
っ
た
。
写
や
そ
れ
に
基
づ
く
書
留
類
が
何
次
に
も

わ
た
っ
て
書
き
継
が
れ
、
そ
こ
に
伝
聞
も
入
り
交
じ
り
、
当
の
秋
田
藩

士
で
さ
え
時
代
を
経
る
と
藩
政
初
期
の
詳
し
い
事
情
は
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
ま

ず
分
析
の
素
材
と
な
る
根
拠
史
料
の
成
り
立
ち
か
ら
検
証
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

秋
田
藩
の
郷
村
高
辻
帳
と
正
保
郷
帳

貞
事
元
年
（
一
六
八
四
）
、
秋
田
器
三
代
務
主
佐
竹
義
処
は
、
五
代

将
軍
徳
川
綱
吉
の
判
物
改
に
お
い
て
佐
竹
氏
の
領
知
高
を
二

O
万
石
か

ら
三

O
万
石
に
改
め
る
べ
く
幕
閣
に
内
々
の
働
き
か
け
を
す
る
よ
う
家

老
梅
津
忠
宴
に
指
令
し
た
。
三
O
万
石
を
求
め
た
根
拠
は
、
前
回
の
寛

文
四
年
、
四
代
将
軍
徳
川
家
網
の
判
物
改
に
、
父
の
二
代
藩
主
佐
竹
義

隆
が
幕
府
に
提
出
し
た
郷
村
高
辻
帳
の
時
点
で
、
秋
田
藩
は
将
軍
か
ら

認
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
二

O
万
石
の
他
に
、
そ
れ
と
同
じ
来
歴
を
も

っ
「
古
田
之
過
」
と
、
そ
の
後
の
新
田
高
が
あ
っ
て
両
者
を
合
わ
せ
れ

ば
一
一
万
石
余
に
達
し
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
二

O
年
を
経
た
貞

享
元
年
に
は
「
古
田
之
過
」
と
新
田
高
は
合
計
で
一
四
万
三
六
三
石
に

も
な
り
、
全
体
と
し
て
は
優
に
三

O
万
石
を
超
え
て
い
た
か
ら
だ
っ

た
。
だ
が
結
局
、
そ
の
働
き
か
け
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
そ
れ
に
絡
む

一
連
の
動
き
に
関
し
て
は
、
当
事
者
た
る
梅
津
忠
宴
自
ら
の
「
日
記
」
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に
基
づ
い
て
前
稿
で
検
討
し
だ
o

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
は
寛
文
四
年
の
判
物
改
に
お
い
て
も
藩
主
義
隆

に
は
三

O
万
石
認
定
の
希
望
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
や
は
り
叶
わ
ず
に
終

わ
っ
て
い
た
こ
と
を
忠
宴
は
そ
の
日
記
に
認
め
て
い
た
。
な
ら
ば
、
寛

文
四
年
、
秋
国
務
が
領
知
高
明
記
の
判
物
を
初
め
て
持
領
し
た
と
き
、

藩
主
が
三

O
万
石
を
目
指
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
二

O
万
石
の
郷

村
高
辻
帳
を
作
成
し
、
幕
府
に
提
出
し
た
の
は
何
故
か
。
そ
し
て
、
六

郡
の
高
合
計
が
丁
度
二

O
万
石
と
な
る
村
高
は
、
何
に
依
拠
し
て
導
き

出
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
が
前
稿
に
残
さ
れ
た
課
題
だ
っ
た
。

村
高
は
将
軍
が
大
名
に
安
堵
し
た
領
知
高
を
構
成
す
る
基
本
単
位

だ
っ
た
。
検
地
に
よ
っ
て
村
々
の
高
が
確
定
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
集
計

す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
郡
制
に
基
づ
く
各
郡
の
高
が
算
出
さ
れ
、
国
の

高
も
自
ず
と
決
定
し
た
。
豊
臣
秀
吉
は
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
、
石

田
三
成
を
検
地
奉
行
に
任
じ
て
佐
竹
氏
支
配
の
常
陸
領
に
太
閤
検
地
を

実
施
し
、
翌
年
、
佐
竹
義
宣
に
五
四
万
石
余
を
安
堵
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
応
じ
た
軍
役
奉
公
を
佐
竹
氏
に
求
め
た
の
だ
っ
た
。
村
高
を
大

名
領
知
高
の
基
本
単
位
と
し
て
利
用
し
た
の
は
徳
川
幕
府
も
同
じ
だ
っ

た
。
こ
れ
が
石
高
制
で
、
石
高
を
基
に
家
臣
聞
を
編
成
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
高
に
基
づ
い
て
年
貢
を
徴
収
し
た
か
ら
、
高
は
支
配
階
級
を
秩
序

付
け
る
も
の
で
も
あ
り
、
支
配
・
被
支
配
の
関
係
を
根
底
か
ら
規
定
す

る
原
理
で
も
あ
っ
た
。
徳
川
幕
府
は
、
家
康
・
秀
忠
・
家
光
と
代
を
重

ね
る
ご
と
に
こ
れ
を
文
書
に
よ
っ
て
規
定
す
る
制
度
を
整
え
る
。
領
知

安
堵
状
に
大
名
の
領
知
高
を
明
記
し
、
そ
の
高
を
構
成
す
る
村
々
を
国

郡
ご
と
に
書
き
上
げ
た
領
知
目
録
を
併
せ
下
賜
す
る
形
式
を
整
備
す
る

の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
幕
府
が
領
知
目
録
を
作
る
資
料
と
し
て
利
用

し
た
の
が
、
諸
藩
に
提
出
を
命
じ
た
郷
村
高
辻
帳
で
、
こ
の
シ
ス
テ
ム

を
制
度
的
に
確
立
し
た
の
が
四
代
将
軍
徳
川
家
網
の
寛
文
印
知
だ
っ

た。
し
た
が
っ
て
、
理
屈
か
ら
言
え
ば
検
地
に
基
づ
く
村
高
の
確
定
が
最

初
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
集
積
値
と
し
て
大
名
の
領
知
高
が
決
定
さ
れ

た
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
現
実
の
政
治
過
程
で
は
必
ず
し
も
そ
う
は

な
ら
な
か
っ
た
。
諸
藩
は
徳
川
家
康
か
ら
所
領
を
安
堵
さ
れ
る
と
、
二

代
将
軍
徳
川
秀
忠
か
ら
も
、
三
代
将
軍
家
光
か
ら
も
基
本
的
に
そ
れ
と

閉
じ
高
が
安
堵
さ
れ
、
丁
度
そ
の
高
と
な
る
よ
う
に
郷
村
高
辻
帳
を
取

り
ま
と
め
た
か
ら
、
当
然
、
領
知
目
録
も
そ
れ
を
反
映
し
た
も
の
が
作

ら
れ
た
。
こ
の
時
期
は
、
ど
こ
の
務
で
も
急
激
な
勢
い
で
新
聞
開
発
が

推
進
さ
れ
て
い
た
。
新
規
の
関
村
が
相
次
ぎ
、
家
康
時
代
の
古
村
も
旧

来
の
村
高
に
加
え
て
新
開
地
を
増
や
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

秀
忠
が
発
給
し
た
領
知
判
物
に
お
い
て
も
、
三
代
家
光
に
お
い
て
も
、

大
名
領
知
高
は
「
如
前
々
」
と
あ
っ
て
、
前
代
の
高
を
踏
襲
す
る
の
が

普
通
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
名
領
知
商
の
基
と
な
っ
て
そ
れ
を
構

成
し
た
村
高
と
、
実
質
生
産
力
を
反
映
し
た
そ
の
と
き
ど
き
の
村
高
と

は
次
第
に
菰
離
し
て
い
っ
た
。
郷
村
高
辻
帳
な
ら
び
に
領
知
目
録
に
記

さ
れ
る
村
々
の
高
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
前
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
方
で
、
こ
の
大
名
領
知
高
を
構
成
す
る
村
高
は
、
図
絵
図
に
も
反

映
さ
れ
た
。
出
羽
・
陸
奥
両
国
で
は
、
正
保
の
国
絵
図
が
江
戸
時
代
最

初
の
国
絵
図
作
成
事
業
だ
っ
た
が
、
そ
の
村
形
に
書
き
込
ま
れ
た
村
高

は
大
名
領
知
高
を
構
成
す
る
村
高
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
寛
永
十
一
年

（
一
六
三
四
）
の
徳
川
家
光
の
判
物
改
の
と
き
、
幕
府
に
届
け
出
た
村

高
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
正
保
図
絵
図
と
一
緒
に
作
ら
れ

幕
府
に
提
出
さ
れ
た
正
保
郷
帳
は
、
こ
の
図
絵
図
に
書
き
込
ま
れ
た
村

高
を
書
き
上
げ
た
も
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
も
新
開
高
を
含
ん
だ

実
勢
高
で
は
な
く
、
古
高
あ
る
い
は
本
田
高
と
も
い
え
る
高
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
形
式
上
の
村
高
に
関
し
て
、
当
時
、
幕
府
と
諸
藩
と
の
問
で

や
り
取
り
さ
れ
た
文
書
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
家
康
も
し
く
は
秀
忠
よ
り
領
知
判
物
の
発
給
。

②
寛
永
十
一
年
、
家
光
の
判
物
改
で
諸
務
は
右
①
に
記
さ
れ
る
領
知

高
を
構
成
す
る
郷
村
高
辻
帳
を
作
成
し
幕
府
に
提
出
。

③
家
光
よ
り
領
知
判
物
お
よ
び
領
知
目
録
の
下
賜
。

④
正
保
図
絵
図
お
よ
び
正
保
郷
帳
を
②
の
郷
村
高
辻
帳
お
よ
び
③
の

領
知
目
録
に
依
拠
し
て
作
成
。

⑤
寛
文
四
年
、
家
網
の
判
物
改
で
諸
藩
は
③
の
領
知
判
物
に
記
さ
れ

た
大
名
領
知
高
を
構
成
す
る
郷
村
高
辻
帳
を
作
成
し
幕
府
幕
府
に

提
出
。

⑥
家
網
よ
り
領
知
判
物
お
よ
び
領
知
目
録
の
下
賜
。

こ
こ
で
、
寛
文
四
年
の
判
物
改
⑤
・
⑥
を
考
え
る
な
ら
、
大
名
領
知

高
が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
⑤
の
郷
村
高
辻
帳
は
②
の
郷
村
高
辻
帳
と
同

じ
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
秋
田
藩
の
場
合
、
右
の
①
か
ら
③

の
流
れ
の
中
で
所
持
し
た
の
は
、
高
付
の
な
い
慶
長
七
年
の
家
康
判
物

し
か
な
く
、
⑤
の
郷
村
高
辻
帳
を
作
る
の
に
下
敷
き
と
す
べ
き
②
の
郷

村
高
辻
帳
が
な
か
っ
た
。
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
⑤
の
前
提
と
な

る
の
は
④
の
正
保
郷
帳
し
か
存
在
し
な
い
。
秋
田
藩
で
は
、
⑤
の
郷
村

高
辻
帳
が
失
わ
れ
て
存
在
せ
ず
、
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
の
判
物
改
に
提

出
し
た
宝
永
八
年
（
一
七
一
一
）
の
郷
村
高
辻
帳
の
写
が
唯
一
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
登
録
さ
れ
た
出
羽
図
六
郡
六
二
八
ヶ
村
の
村
高
合
計

は
丁
度
二

O
万
石
と
な
り
、
や
は
り
郷
村
高
辻
帳
は
前
回
の
も
の
が
踏

襲
さ
れ
、
同
じ
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
別
稿

で
は
、
こ
の
宝
永
八
年
郷
村
高
辻
帳
と
正
保
郷
帳
写
を
対
比
さ
せ
た
と

こ
ろ
、
各
村
の
村
高
は
一
致
し
な
い
な
が
ら
も
、
基
本
は
と
も
に
六
二

人
ヶ
村
の
同
じ
村
を
書
き
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
的
。
そ
の
結

果
、
秋
田
務
が
初
め
て
作
成
し
た
郷
村
高
辻
帳
⑤
は
、
④
の
正
保
郷
脹

を
基
に
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
可
能
性
が
一
段
と
高
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

氏
U
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黒
沢
元
重
覚
書

そ
こ
で
次
に
、
本
稿
が
依
拠
す
る
基
礎
史
料
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。
五
代
将
軍
徳
川
網
吉
の
判
物
改
に
関
し
て
は
、
三
代

務
主
佐
竹
義
処
の
指
令
を
受
け
た
家
老
梅
津
忠
宴
が
克
明
な
日
記
を
残

し
て
い
た
。
忠
宴
は
江
戸
時
代
初
頭
の
秋
田
藩
政
を
主
導
し
た
家
老
梅

津
憲
忠
の
実
の
孫
で
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
の
生
ま
れ
、
寛
文

五
年
（
一
六
六
五
）
二
三
歳
の
若
さ
で
家
老
と
な
り
、
貞
享
元
年
（
一

六
八
四
）
の
判
物
改
の
と
き
に
は
四
二
歳
だ
っ
た
。
忠
宴
の
実
父
忠
聞

は
憲
忠
の
次
男
で
、
政
景
の
娘
と
結
婚
し
て
政
景
の
嗣
と
な
り
、
六
男

に
恵
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
兄
の
廉
忠
が
亡
く
な
っ
た
た
め
忠
国
は

実
家
に
一
民
っ
て
憲
忠
の
家
督
を
継
ぎ
、
忠
国
長
男
の
第
助
を
政
景
の
嗣

と
し
て
そ
の
家
督
を
継
が
せ
た
白
忠
国
は
、
そ
の
後
、
五
人
の
男
子
に

恵
ま
れ
た
が
、
次
男
・
三
男
は
相
次
い
で
天
逝
し
、
忠
国
の
家
督
は
四

男
利
忠
に
継
承
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
利
忠
に
男
子
な
く
、
五
男

の
忠
宴
が
兄
利
忠
の
嗣
と
な
っ
て
忠
図
の
家
督
を
継
承
す
る
の
だ
っ

た。
一
方
、
政
景
の
家
督
を
継
い
だ
第
助
は
、
政
景
が
亡
く
な
っ
た
三
年

後
の
寛
永
十
三
年
、
子
な
き
ま
ま
没
し
た
た
め
、
忠
国
の
異
母
弟
忠
雄

が
第
助
没
後
の
嗣
と
な
っ
て
そ
の
家
督
を
継
承
す
る
。
忠
雄
は
慶
長
十

六
年
（
一
六
一
一
）
の
生
ま
れ
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
四
九
歳
に

し
て
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
の
家
老
に
登
用
さ
れ
る
。
寛
文
四
年
（
一
六

六
回
）
の
家
網
判
物
改
の
際
に
は
五
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
、

秋
田
務
の
家
老
は
五
人
で
、
最
古
参
の
年
長
者
が
須
田
伯
香
盛
久
、
次

が
渋
江
内
膳
光
久
、
そ
し
て
梅
津
忠
雄
と
続
き
、
そ
の
後
に
寛
文
二
年

同
時
に
登
用
さ
れ
た
宇
都
宮
帯
刀
光
網
と
大
越
甚
右
衛
門
秀
国
と
い
う

構
成
だ
っ
ぉ
。
寛
文
四
年
三
月
、
四
代
将
軍
徳
川
家
網
の
判
物
改
が
発

令
さ
れ
た
と
き
、
藩
主
義
隆
は
秋
田
に
在
国
中
で
、
江
戸
藩
邸
に
い
た

世
子
義
処
の
も
と
に
は
梅
津
忠
雄
と
渋
江
光
久
の
両
名
が
詰
め
て
い

た
。
ま
た
、
そ
の
と
き
の
江
戸
留
守
居
役
が
黒
沢
多
左
衛
門
元
重
だ
っ

た
。
判
物
改
の
対
応
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
家
老
の
梅
津
忠
雄
も
勤

中
日
記
を
書
き
留
め
て
い
た
は
ず
だ
が
、
そ
の
日
記
は
後
世
に
伝
え
ら

れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
忠
宴
日
記
の
よ
う
に
家
老
の
生
の
戸
を
聞

く
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
留
守
居
役
の
黒
沢
元
重
が
そ
の
と
き
の
様
子
を
記
録
に
残

し
て
い
た
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
は
寛
文
四
年
そ
の
と
き
の
一

次
史
料
で
は
な
く
、
後
に
な
っ
て
自
ら
の
記
憶
と
何
か
の
記
録
に
基
づ

い
て
、
判
物
改
の
実
際
を
振
り
返
っ
て
記
述
し
た
書
き
留
め
だ
っ
た
。

後
世
こ
れ
を
黒
沢
多
左
衛
門
覚
書
と
か
番
付
と
か
よ
ん
で
い
る
。
そ
こ

で
は
、
二
代
滞
主
佐
竹
義
隆
を
指
し
て
「
鑑
照
院
様
」
と
詮
号
を
用
い
、

そ
の
一
方
で
、
寛
文
四
年
の
判
物
改
を
説
明
す
る
場
面
で
は
、
後
に
三

代
藩
主
と
な
る
佐
竹
義
処
を
指
し
て
「
若
殿
様
」
と
記
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
覚
書
は
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
に
義
隆
が
没
し

た
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Akita University



系
譜
に
よ
れ
ば
、
黒
沢
元
重
は
元
禄
十
三
年
（
一
七
O
O）
、
七
九

歳
で
没
し
て
い
る
の
で
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
の
生
ま
れ
で
、
実

は
上
曽
八
右
衛
門
治
利
の
三
男
だ
っ
記
。
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
人
）
、

元
重
は
一
七
歳
で
黒
沢
和
泉
某
の
娘
婿
と
な
っ
て
そ
の
嗣
と
な
り
、
小

姓
勤
仕
か
ら
奉
公
を
開
始
す
る
。
こ
の
黒
沢
家
は
常
陸
時
代
か
ら
佐
竹

氏
に
仕
え
、
義
父
の
和
泉
は
そ
の
父
ら
と
と
も
に
一
族
し
て
秋
田
に
移

り
、
六
郷
に
居
所
を
構
え
た
佐
竹
義
重
に
揃
っ
て
仕
え
た
。
そ
し
て
、

和
泉
は
義
重
か
ら
采
地
二

O
O
石
を
賜
っ
て
い
る
。
慶
長
十
七
年
（
一

六
二
一
）
、
義
重
の
没
後
は
務
主
義
宣
に
よ
り
久
保
田
移
住
を
命
じ
ら

れ
て
大
番
組
に
入
り
、
後
に
足
軽
大
将
に
任
じ
ら
れ
る
白
慶
安
三
年
（
一

六
五
O
）
に
和
泉
が
亡
く
な
る
と
元
重
は
二
九
歳
で
そ
の
家
督
を
継
承

し
た
。
そ
の
後
、
江
戸
留
守
居
役
に
任
じ
ら
れ
、
番
方
で
は
父
の
和
泉

同
様
「
足
軽
ノ
将
」
と
な
る
。
役
方
で
は
、
江
戸
詰
め
か
ら
帰
っ
て
裏

判
奉
行
、
秋
田
仙
北
惣
山
奉
行
、
そ
し
て
郡
奉
行
な
ど
を
歴
任
し
、
一

O
O石
を
加
増
さ
れ
て
本
知
三
O
O石
と
な
っ
た
。
致
仕
し
て
後
、
藩

主
義
処
よ
り
浮
木
の
号
を
賜
っ
て
い
る
。

こ
の
系
譜
か
ら
窺
え
る
通
り
、
黒
沢
元
重
は
有
能
な
役
人
で
、
佐
竹

義
処
の
信
頼
も
篤
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
文
四
年
の
判
物
改
に
関
す

る
覚
書
を
は
じ
め
と
し
て
、
義
処
か
ら
佐
竹
氏
の
領
知
に
関
す
る
過
去

の
文
献
調
査
を
命
じ
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
記
録
を
残
し
た
。
し
か
し
そ

れ
ら
の
記
録
が
藩
庫
に
留
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
九
代
藩
主
佐

竹
義
和
の
時
代
、
寛
政
年
間
に
大
番
頭
を
勤
め
た
山
方
太
郎
左
衛
門
泰

純
も
黒
沢
が
書
き
残
し
た
文
書
を
所
持
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
い
く
つ

か
が
「
国
典
類
抄
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
同
書
を
編
纂
し

た
担
当
者
は
次
の
よ
う
に
そ
の
典
拠
を
註
記
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

「
山
方
太
郎
左
衛
門
泰
純
所
持
、
黒
沢
浮
木
元
重
、
依
御
意
ニ
書
上
之

雑
書
抜
キ
か
き
」
と
あ
っ
て
、
黒
沢
は
隠
居
し
て
浮
木
の
名
を
い
た
だ

い
た
後
に
、
藩
主
義
処
の
命
を
受
け
諸
史
料
の
調
査
に
あ
た
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
黒
沢
が
筆
録
し
た
内
容
は
常
陸
時
代
に
ま
で
遡
り
、
後
世

こ
れ
を
「
雑
書
」
と
よ
ぴ
、
「
国
典
類
抄
」
の
編
纂
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
中
か
ら
必
要
な
史
料
が
適
宜
選
び
出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

あ
る
い
は
そ
れ
以
前
、
秋
田
藩
の
享
保
改
革
を
主
導
し
た
家
老
今
宮

大
学
義
透
も
黒
沢
の
番
付
を
利
用
し
て
い
た
。
今
宮
は
領
内
農
村
の
生

産
力
実
態
を
正
確
に
把
握
し
よ
う
と
し
た
。
常
陸
よ
り
移
封
し
て
一
世

紀
を
経
た
秋
田
藩
で
は
、
新
聞
開
発
が
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
、
藩

が
掌
握
す
る
村
高
と
実
際
の
生
産
力
に
聞
き
が
生
じ
て
い
た
。
中
に

は
、
古
村
の
農
民
が
自
ら
住
む
村
方
か
ら
離
れ
た
野
地
を
開
墾
し
、
そ

こ
を
新
規
開
発
の
村
と
し
て
藩
に
届
け
出
た
も
の
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

村
高
の
講
離
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
外
ケ
沢
村
と
戸
賀
沢
村
、
新
田
村

と
二
井
田
村
な
ど
、
同
一
の
村
で
あ
り
な
が
ら
色
々
な
村
名
表
記
が
混

在
す
る
と
い
う
問
題
も
抱
え
て
い
た
。

そ
こ
で
今
宮
は
、
正
式
な
村
名
表
示
を
定
め
、
農
民
が
居
住
し
な
い

村
を
廃
村
と
す
る
な
と
し
て
村
方
を
捉
え
直
し
、
そ
の
上
で
、
村
々
の

実
質
生
産
力
を
掌
握
し
た
。
事
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
、
そ
れ
ら
を
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郡
ご
と
に
整
理
し
て
「
黒
印
吟
味
覚
書
」
と
「
黒
印
高
帳
」
に
ま
と
め
、

さ
ら
に
は
図
絵
図
様
式
で
藩
領
絵
図
を
作
ら
せ
て
い
る
。
幕
府
が
お
こ

な
っ
た
正
保
・
元
禄
の
国
絵
図
作
成
事
業
に
対
比
さ
せ
る
な
ら
、
こ
の

藩
領
絵
図
は
国
絵
図
に
相
当
し
、
郷
帳
に
相
当
し
た
の
が
黒
印
高
帳

だ
っ
た
。
た
だ
し
、
務
領
絵
図
の
村
形
に
は
村
名
だ
け
が
記
さ
れ
、
村

高
の
記
載
は
な
い
。
こ
う
し
て
藩
領
農
村
の
掌
握
を
終
え
た
今
宮
は
、

翌
享
保
十
五
年
、
幕
府
に
届
け
出
て
あ
る
郷
村
高
辻
帳
に
は
誤
り
が
あ

る
と
し
て
、
そ
の
改
正
を
願
い
出
る
。
そ
こ
で
、
今
宮
は
滞
の
勘
定
奉

行
田
崎
治
左
衛
門
秀
満
と
境
目
奉
行
鷲
尾
彦
久
郎
の
両
名
を
江
戸
に
派

遣
し
、
幕
府
勘
定
奉
行
所
に
お
い
て
折
衝
に
当
た
る
よ
う
命
じ
た
の

だ
っ
た
。

郷
村
高
辻
帳
は
判
物
改
の
た
び
ご
と
に
提
出
さ
れ
、
幕
府
は
そ
れ
を

点
検
し
た
上
で
、
領
知
判
物
と
領
知
目
録
を
発
給
し
た
か
ら
、
郷
村
高

辻
帳
の
改
訂
を
願
い
出
た
今
宮
は
、
そ
れ
ま
で
秋
田
滞
が
受
け
た
判
物

改
の
実
際
を
詳
し
く
把
握
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
今
宮
は
諸
積
の
史

料
を
探
索
し
、
初
代
務
主
佐
竹
義
官
一
が
常
陸
よ
り
移
っ
て
以
降
、
今
宮

が
仕
え
る
五
代
藩
主
佐
竹
義
峰
に
至
る
ま
で
の
各
藩
主
が
判
物
改
に
ど

う
対
処
し
、
ど
の
よ
う
な
領
知
判
物
と
領
知
目
録
を
拝
領
し
た
の
か
を

具
に
調
べ
上
げ
た
。
今
宮
は
そ
れ
ま
で
の
判
物
改
の
実
態
が
解
る
史
料

を
集
め
、
そ
こ
に
適
宜
補
足
説
明
を
書
き
加
え
な
が
ら
筆
録
し
て
一
冊

の
簿
冊
を
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
が
、
「
国
典
類
抄
」
前
編
軍
部
五
「
御

判
物
井
御
高
辻
」
に
収
録
さ
れ
る
「
阿
見
順
平
知
康
所
持
、
御
領
知
之

御
判
物
御
拝
請
之
次
第
」
だ
っ
た
。

今
宮
の
認
め
た
簿
冊
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
阿
見
の
所
持
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
か
、
ま
た
、
岡
見
知
康
と
は
知
何
な
る
人
物
な

の
か
、
そ
の
詳
細
を
い
ま
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

「
国
典
類
抄
」
に
よ
り
、
後
に
岡
見
の
所
持
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
今

宮
の
記
録
を
ま
ず
は
読
ん
で
み
よ
う
。
今
宮
は
最
初
に
こ
の
書
留
の
作

成
目
的
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

御
先
代
［
義
格
公
］
、
御
当
代
〔
義
峯
公
］
従
将
軍
家
、
御
領
知

之
御
判
物
御
拝
諸
問
之
次
第
、
正
し
き
記
録
無
之
か
故
、
留
書
等
有

之
も
其
証
あ
る
へ
き
も
の
を
探
索
せ
し
め
、
相
知
れ
た
る
趣
一
冊

に
拾
綴
し
て
後
勘
の
為
に
記
置
候
。

本
稿
で
は
史
料
に
句
読
点
を
付
し
、
平
出
と
闘
字
は
表
現
し
な
い
。

ま
た
、
今
宮
が
割
註
形
式
で
書
き
加
え
た
補
足
説
明
の
部
分
に
つ
い
て

は
［
］
を
付
け
て
本
文
一
行
書
き
と
し
た
。
す
る
と
、
四
代
藩
主
佐

竹
義
格
な
ら
び
に
五
代
務
主
佐
竹
義
峰
が
、
将
軍
よ
り
領
知
判
物
を
拝

領
し
た
と
き
の
正
式
な
記
録
が
秋
田
藩
に
は
な
い
の
だ
と
今
宮
は
い

う
。
そ
の
た
め
、
判
物
拝
領
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
記
録
が
あ
っ
た
な

ら
、
今
回
は
、
そ
の
根
拠
ま
で
確
か
め
ら
れ
る
し
っ
か
り
し
た
史
料
を

探
索
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
う
し
て
判
明
し
た
事
柄
を
一
冊
に
ま
と

め
、
後
世
の
人
聞
が
勘
考
で
き
る
よ
う
記
録
に
留
め
置
く
、
と
今
宮
は

作
成
の
目
的
を
綴
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
け
て
三
代
務
主
以
前
の
様

子
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
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義
隆
公
・
義
処
公
御
両
代
御
拝
請
之
次
第
ハ
年
暦
税
隔
を
以
、
猶

其
精
き
を
不
伝
と
い
へ
と
も
其
か
所
見
に
及
も
の
を
略
記
し
て
是

を
追
加
す
。
往
昔
、
義
宣
公
当
聞
を
始
て
封
せ
ら
れ
給
ふ
時
の
こ

と
き
は
星
霜
ま
す
／
＼
遠
く
し
て
今
や
東
照
宮
の
御
証
文
［
慶
長

七
年
七
月
廿
七
日
］
の
み
な
ら
て
更
に
勘
る
所
な
し
。
是
故
に
不

及
記
之
者
也
。

享

保

十

五

年

成

八

月

今

宮

大

学

義

透

つ
ま
り
、
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
や
三
代
務
主
佐
竹
義
処
の
判
物
拝
領

の
次
第
は
既
に
歳
月
を
隠
て
詳
し
く
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
が
、
自
ら
知

る
と
こ
ろ
を
番
き
加
え
て
置
く
と
い
う
。
そ
れ
よ
り
も
古
く
初
代
藩
主

佐
竹
義
宣
が
初
め
て
出
羽
国
に
封
じ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
は
星
霜
久
し

く
、
今
と
な
っ
て
は
徳
川
家
康
の
慶
長
七
年
の
領
知
判
物
を
お
い
て
他

に
考
え
る
術
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
記
す
に
及
ば

な
い
、
と
今
宮
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
享
保
十
五
年
（
一
七
三

O
）
八
月
と
年
記
が
あ
り
、
こ
れ
は
岡
崎
・
鷲
尾
両
名
を
江
戸
に
派
遣

し
て
郷
村
高
辻
帳
の
改
訂
交
渉
に
当
た
ら
せ
て
い
た
最
中
に
、
国
許
で

今
宮
家
老
が
諸
書
を
探
索
さ
せ
た
結
果
、
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
た
記
録

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

秋
田
藩
が
初
め
て
領
知
高
明
記
の
領
知
判
物
を
拝
領
し
た
の
は
、
寛

文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
だ
が
、
今
宮
は
そ
の
と

き
の
判
物
改
を
黒
沢
元
重
の
覚
書
に
よ
っ
て
把
握
し
た
の
だ
っ
た
。
佐

竹
義
隆
判
物
改
と
い
う
項
目
を
立
て
、
そ
こ
に
但
し
書
き
を
付
け
て
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

義
隆
公
〔
鑑
照
院
様
］
御
代
御
領
知
御
判
物
御
拝
受
之
次
第

但
黒
沢
多
左
衛
門
元
重
覚
書
を
以
、
文
法
少
々
用
捨
し
て
記

之
、
細
註
の
こ
と
く
書
す
る
も
の
ハ
其
か
考
也
。

す
な
わ
ち
、
判
物
改
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
黒
沢
元
重
覚

書
を
底
本
と
す
る
が
、
表
記
の
微
妙
な
と
こ
ろ
は
そ
の
正
確
な
表
現
に

拘
泥
せ
ず
に
書
き
写
す
、
と
今
宮
は
断
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
文
字

一
文
字
を
正
確
に
筆
写
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は
細
か
な
文

章
表
現
に
は
今
宮
の
手
に
な
る
部
分
も
あ
る
、
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
自
ら
の
知
見
に
よ
り
補
足
説
明
で
き
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、

細
字
で
注
釈
す
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
［
］
を
付
け
た
と
こ

ろ
が
今
宮
の
所
見
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
が
次
の
三
節
で
主
に

依
拠
す
る
基
本
史
料
は
、
「
国
典
類
抄
」
に
収
録
さ
れ
た
今
宮
義
透
の

手
に
な
る
記
録
だ
が
、
そ
れ
は
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
が
、
四
代
将
軍
徳

川
家
網
の
判
物
改
を
受
け
た
際
に
江
戸
留
守
居
役
を
勤
め
た
黒
沢
多
左

衛
門
元
重
が
後
に
ま
と
め
た
覚
書
を
底
本
と
し
、
そ
こ
に
今
宮
が
注
釈

を
加
え
た
も
の
だ
っ
た
。

nυ au 

寛
文
四
年
三
月
十
一
日
の
対
策
会
議

寛
文
四
年
三
月
十
一
日
、
秋
田
藩
江
戸
留
守
役
居
黒
沢
元
重
は
、
老

中
阿
部
豊
後
守
忠
秋
に
呼
び
出
さ
れ
、
判
物
改
に
つ
い
て
次
の
通
り
申

し
渡
さ
れ
た
。
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厳
有
院
様
［
将
軍
家
網
公
］
御
代
、
寛
文
四
辰
三
月
十
一
日
、
阿

部
豊
後
守
殿
［
御
老
中
］
よ
り
被
為
呼
候
ニ
付
、
黒
沢
多
左
衛
門

致
参
上
候
得
は
被
為
途
候
て
、
此
度
御
朱
印
被
下
候
ニ
付
、
小
笠

原
山
城
守
殿
［
長
頼
］
・
永
井
伊
賀
守
殿
［
尚
庸
］
を
奉
行
被
仰

付
、
番
付
之
通
被
相
心
得
、
尋
度
儀
候
ハ
、
右
両
人
え
可
被
尋
よ

し
被
仰
渡
、
壱
万
石
巳
上
之
御
留
主
居
之
も
の
罷
出
、
御
書
付
面
々

請
取
候
。

右
に
見
え
る
「
御
朱
印
」
と
は
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
が
発
給
す
る
領

知
安
堵
状
を
指
し
、
そ
の
担
当
奉
行
と
し
て
小
笠
原
山
城
守
長
頼
と
永

井
伊
賀
守
尚
庸
の
両
名
を
任
命
し
た
の
で
、
次
の
書
付
に
従
っ
て
対
応

し
、
も
し
質
問
が
あ
れ
ば
両
名
に
尋
ね
る
よ
う
阿
部
は
指
示
し
た
の

だ
っ
た
。
こ
の
席
に
は
黒
沢
だ
け
で
な
く
、
一
万
石
以
上
の
諸
稽
留
守

居
役
が
同
様
に
呼
ぴ
曲
さ
れ
て
い
た
。
老
中
か
ら
渡
さ
れ
た
書
付
に
は

次
の
三
ヶ
条
が
記
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
そ
の
日
付
は
こ
の
日
よ
り
遡
っ

て
三
月
五
日
付
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

覚

一
壱
万
石
巳
上
之
面
々
え
此
度
領
地
之
御
朱
印
可
被
下
旨
ニ
候
。

の
之
小
笠
原
山
城
守
・
永
井
伊
賀
守
奉
行
被
仰
付
候
事
。

一
御
代
々
御
朱
印
処
持
之
面
々
ハ
御
朱
印
写
を
差
添
、
右
両
人
御

朱
印
拝
見
之
上
、
写
を
可
被
相
渡
。
勿
論
郡
郷
村
高
辻
注
帳
面

可
差
出
之
旨
、
又
御
朱
印
無
之
衆
ハ
国
郡
村
領
地
之
高
、
委
細

書
註
之
、
両
人
え
可
被
相
渡
之
事
。

一
御
朱
印
之
外
、
御
加
増
拝
領
御
朱
印
有
之
候
て
所
替
候
面
々
御

旨
趣
具
書
注
之
、
両
人
迄
可
被
差
上
候
事
。

右
之
外
、
可
相
伺
儀
は
両
奉
行
え
可
被
承
者
也
。

三
月
五
日

第
一
条
で
小
笠
原
・
永
井
両
名
の
判
物
改
奉
行
就
任
を
告
げ
、
第
二

条
で
諸
藩
が
提
出
す
べ
き
文
書
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
ま
で
に
拝
領
し
て
い
る
領
知
安
堵
状
の
原
典
と
そ
の
写
、
そ
れ
に
「
郷

村
高
辻
」
を
記
し
た
帳
面
を
添
え
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
帳
面
が

郷
村
高
辻
帳
だ
っ
た
。
ま
た
、
領
知
安
堵
状
を
所
持
し
て
い
な
い
大
名

は
、
「
領
地
之
高
」
を
委
細
に
書
き
上
げ
て
両
奉
行
に
提
出
せ
よ
、
と

も
指
示
し
て
い
る
。
な
お
、
領
知
安
堵
状
の
原
典
は
両
奉
行
が
実
際
に

見
て
確
認
し
た
上
で
藩
側
に
返
却
し
、
幕
府
は
そ
の
写
を
受
け
取
る
こ

と
も
明
記
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
第
三
条
で
は
本
知
高
の
他
に
加
増
高

が
あ
っ
た
り
、
前
回
の
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
判
物
改
以
降
、
「
所
替
」

す
な
わ
ち
移
封
し
た
り
し
た
大
名
は
、
そ
の
趣
旨
を
詳
細
に
記
し
た
文

書
を
提
出
せ
よ
、
と
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
書
付
を
見
た
黒
沢
は
、
ま

だ
大
名
領
知
高
が
決
ま
っ
て
い
な
い
秋
田
藩
に
と
っ
て
、
第
二
条
に
ど

う
対
処
す
る
か
、
そ
れ
が
課
題
と
な
る
こ
と
に
す
ぐ
気
付
い
た
に
違
い

な
い
。
黒
沢
は
藩
邸
に
戻
る
と
す
ぐ
に
、
対
策
会
議
と
な
っ
た
。

一
同
日
、
豊
後
守
殿
よ
り
多
左
衛
門
被
帰
、
御
書
付
井
被
仰
渡
候

通
、
若
殿
様
え
［
義
処
公
］
申
上
候
得
は
、
山
城
守
殿
・
伊
賀

守
殿
、
ぇ
為
御
使
者
参
候
様
被
仰
付
候
。
仰
之
多
左
衛
門
申
上
侯
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は
、
御
領
地
之
御
朱
印
御
座
候
か
と
御
両
殿
御
尋
可
被
成
候
。

何
と
可
申
上
や
と
奉
伺
候
得
は
、
御
朱
印
有
之
も
無
之
も
御
存

無
之
よ
し
御
意
ニ
候
故
、
又
候
申
上
候
ハ
出
羽
国
之
内
秋
田
・

仙
北
被
進
候
、
可
有
御
知
行
之
由
、
権
現
様
［
将
軍
家
康
公
］

御
朱
印
ニ
は
無
之
、
御
状
杯
之
様
結
構
成
御
文
言
ニ
て
在
之

由
、
古
老
共
之
哨
及
承
候
と
申
上
候
得
は
、
御
前
梅
津
与
左
衛

門
［
忠
雄
御
家
老
］
罷
有
、
私
共
も
其
通
ニ
承
候
と
申
上
候
。

こ
の
と
き
、
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
は
在
国
中
で
秋
田
に
い
て
、
江
戸

に
は
三
代
藩
主
と
な
る
世
子
の
義
処
が
藩
邸
を
与
っ
て
い
た
。
義
隆
は

五
六
歳
、
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
が
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
没
し
て

以
後
、
三
二
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
秋
田
務
を
治
め
て
い
た
。
そ
の
実

子
義
処
も
す
で
に
二
人
歳
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
時
点
で
、
秋
田
藩
に

は
五
人
の
家
老
が
い
て
、
江
戸
藩
邸
に
は
梅
津
忠
雄
と
渋
江
光
久
の
両

名
が
詰
め
、
須
田
盛
久
・
宇
都
宮
光
絹
・
大
越
秀
国
の
三
名
が
藩
主
と

と
も
に
国
許
に
い
た
。
し
か
し
、
渋
江
は
こ
の
年
七
月
、
江
戸
の
千
住

に
没
し
て
お
り
、
こ
の
三
月
こ
ろ
に
は
既
に
体
調
を
崩
し
て
い
た
と
見

ら
れ
る
。

三
月
二
十
二
日
、
藩
主
義
隆
が
参
勤
の
た
め
国
許
を
出
発
す
る
と
、

同
日
、
世
子
義
処
も
秋
田
に
向
け
て
江
戸
藩
邸
を
跡
に
し
た
。
義
隆
に

庖
従
し
て
大
越
が
江
戸
に
同
行
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
と
交
代
に
渋
江

は
帰
国
の
途
に
つ
き
、
そ
の
途
中
で
亡
く
な
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ

れ
よ
り
先
、
五
月
十
日
、
義
処
が
秋
田
に
着
い
た
こ
ろ
、
も
う
一
人
の

家
老
宇
都
宮
も
亡
く
な
っ
て
い
た
。
義
隆
が
江
戸
藩
邸
に
着
く
と
、
こ

の
年
五
月
は
江
戸
で
藩
主
を
支
え
る
梅
津
・
大
越
の
両
家
老
と
、
国
許

を
与
る
世
子
と
須
田
家
老
と
い
う
陣
容
と
な
っ
た
。

三
月
十
一
日
、
黒
沢
は
藩
邸
に
戻
り
、
老
中
か
ら
渡
さ
れ
た
書
付
三

ケ
条
を
世
子
義
処
に
差
し
出
し
、
老
中
阿
部
よ
り
申
し
渡
さ
れ
た
通
り

の
内
容
を
報
告
し
た
。
す
る
と
義
処
は
、
即
刻
、
小
笠
原
・
永
井
両
奉

行
の
も
と
に
出
向
き
、
そ
の
指
示
を
仰
ぐ
よ
う
黒
沢
に
命
じ
る
。
そ
こ

で
黒
沢
は
、
両
奉
行
よ
り
秋
田
務
に
領
知
安
堵
状
は
あ
る
か
と
尋
ね
ら

れ
た
ら
何
と
返
答
す
べ
き
か
、
義
処
に
伺
い
を
立
て
る
。
す
る
と
、
義

処
は
安
堵
状
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
。
二
八
歳

の
世
子
義
処
は
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
の
生
ま
れ
で
、
前
回
、

三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
判
物
改
が
お
こ
な
わ
れ
た
寛
永
十
一
年
に
は
ま

だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
生
ま
れ
の
黒
沢

は
、
こ
の
と
き
四
三
歳
な
が
ら
家
光
判
物
に
関
し
て
は
知
識
が
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
家
康
の
判
物
に
関
し
て
は
、
古
老
か
ら
伝
え
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
出
羽
国
之
内
秋
田
・
仙
北
被
進
候
、
可
有
御
知
行
」

と
の
家
康
安
堵
状
が
あ
る
は
ず
で
、
し
か
も
そ
れ
は
朱
印
状
で
は
な
く

家
康
が
花
押
を
書
い
た
判
物
で
あ
る
。
朱
印
状
よ
り
判
物
の
方
が
厚
礼

な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
家
康
判
物
の
文
面
に
つ
い
て
詳
細
は
定
か

で
な
い
が
、
「
結
構
成
御
文
言
」
が
記
し
て
あ
る
と
古
老
よ
り
聞
い
て

お
り
ま
す
、
と
黒
沢
は
言
っ
た
。
す
る
と
義
処
の
御
前
に
は
家
老
の
梅
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津
忠
雄
も
控
え
て
い
て
、
自
分
も
そ
の
通
り
に
聞
い
て
い
る
と
言
っ

た
。
梅
津
忠
雄
は
三
人
の
中
で
一
番
の
年
長
者
で
慶
長
十
六
年
（
一
六

一
一
）
の
生
ま
れ
、
五
四
歳
だ
っ
た
。
梅
津
に
は
家
光
の
判
物
改
に
関

し
て
記
憶
が
あ
り
、
そ
の
知
る
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
義
処
に
説
明
し

て
い
る
。大

猷
院
様
［
将
軍
家
光
公
］
御
代
成
年
［
寛
永
十
一
年
］
、
諸
大

名
え
御
朱
印
被
下
候
時
分
、
廿
五
万
石
之
御
役
被
成
度
被
仰
立
候

処
、
相
済
不
申
、
御
朱
印
不
被
差
出
候
と
承
候
。
其
時
分
、
権
現

様
御
証
文
ハ
上
り
申
候
や
帰
り
申
候
哉
と
申
候
得
共
、
誰
も
不
存

候
。
其
時
被
返
置
候
て
も
酉
年
［
明
暦
三
年
］
之
大
火
事
火
失
仕

候
哉
と
申
候
得
共
、
是
以
存
候
者
ハ
無
之
故
、
多
左
衛
門
申
上
候

は
、
御
前
よ
り
之
御
使
参
候
て
御
両
殿
御
尋
御
朱
印
之
儀
、
御
存

不
被
成
と
も
被
申
問
敷
候
閥
、
私
自
分
ニ
参
、
豊
後
守
殿
被
仰
渡

段
申
候
て
、
御
朱
印
之
儀
御
尋
候
ハ
、
及
承
候
通
、
権
現
様
御
証

文
、
出
羽
国
之
内
秋
田
・
仙
北
被
下
候
、
高
付
も
無
御
座
被
遊
候

ト
i
F
I
V
O

右
史
料
の
文
末
が
少
し
不
自
然
な
の
は
、
黒
沢
覚
書
を
写
し
取
っ
た

今
宮
が
「
文
法
少
々
用
捨
し
て
記
之
」
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

寛
永
十
一
年
の
判
物
改
の
際
に
、
秋
田
務
は
二
五
万
石
の
領
知
高
を
申

請
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
願
い
は
認
め
ら
れ
ず
、
秋
田
藩
に
領
知
安
堵
状

は
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
、
と
梅
津
は
言
っ
た
。
こ
こ
で

梅
津
は
、
「
廿
五
万
石
之
御
役
被
成
度
被
仰
立
候
」
と
発
言
し
て
お
り
、

将
軍
か
ら
認
定
さ
れ
る
領
知
高
を
役
高
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
佐
竹
氏
の
大
名
領
知
高
が
確
定
せ
ず
、
三
代
将
軍
よ
り
領
知
判
物

が
下
賜
さ
れ
ず
と
も
、
既
に
六

O
年
以
上
に
わ
た
っ
て
秋
田
藩
が
出
羽

六
郡
を
治
め
て
き
た
の
は
事
実
だ
っ
た
。
村
高
に
基
づ
い
て
年
貢
を
徴

収
し
、
そ
の
高
を
家
臣
に
配
当
し
て
家
臣
団
を
編
成
す
る
方
式
は
他
務

同
様
に
で
き
て
い
た
。
梅
津
家
老
に
と
っ
て
将
軍
の
判
物
に
記
さ
れ
る

領
知
高
は
何
よ
り
も
大
名
謀
役
の
負
担
基
準
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
決
し
て
多
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ

た。
家
老
の
説
明
を
聞
い
た
黒
沢
は
、
前
回
の
判
物
改
の
と
き
家
康
判
物

は
幕
府
に
提
出
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
返
却
さ
れ
た
の
か
、

と
尋
ね
た
。
し
か
し
、
梅
津
を
は
じ
め
そ
れ
に
答
え
ら
れ
る
も
の
は
誰

も
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
た
と
え
返
却
さ
れ
た
と
し
て
も
、
明
暦
三

年
（
一
六
五
七
）
の
大
火
で
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
再

び
問
う
た
。
九
年
前
の
江
戸
の
大
火
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
か
っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
間
い
に
も
誰
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
黒
沢
は
、
次
の
よ
う
に
自
分
の
考
え
を
申
し
述
べ
た
。
藩
主

義
隆
の
使
者
と
し
て
小
笠
原
・
永
井
岡
奉
行
の
も
と
に
出
向
き
、
領
知

安
堵
状
の
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、
わ
か
り
ま
せ
ん
と
い
う
訳
に
も

い
か
な
い
の
で
、
老
中
阿
部
か
ら
直
々
に
番
付
を
渡
さ
れ
た
自
分
が
使

者
と
な
っ
て
出
向
き
、
阿
部
老
中
の
指
示
に
従
っ
て
両
奉
行
の
も
と
を

訪
れ
た
こ
と
を
告
げ
る
。
そ
こ
で
、
安
堵
状
に
つ
き
関
わ
れ
た
な
ら
、
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伝
え
聞
い
て
い
る
通
り
、
秋
田
藩
に
は
将
軍
家
康
か
ら
与
え
ら
れ
た
領

知
判
物
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
佐
竹
氏
が
出
羽
田
の
う
ち
秋
田
・
仙
北
の

地
を
賜
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
領
知
高
の
記
載
は
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。

以
上
、
結
論
と
し
て
は
、
伝
え
聞
く
通
り
家
康
判
物
の
こ
と
を
説
明

し
、
家
光
判
物
は
拝
領
し
て
い
な
い
、
と
返
答
す
る
こ
と
で
対
策
会
議

は
落
ち
着
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
黒
沢
は
、
両
奉
行
と
の
問
答
を

想
定
し
、
予
め
自
分
が
発
言
す
る
内
容
を
台
本
仕
立
て
に
整
理
し
た
の

だ
っ
た
。一

台
徳
院
様
［
将
軍
秀
忠
公
］
御
朱
印
は
無
之
。
大
猷
院
様
成
年

［
寛
文
十
二
年
〕
御
朱
印
御
改
之
時
分
ニ
ハ
二
拾
五
万
石
之
御

役
仕
度
と
修
理
大
夫
［
義
隆
公
］
申
上
候
得
共
、
左
様
仕
候
得

共
、
無
用
と
も
被
仰
付
ハ
無
之
、
御
朱
印
ハ
不
被
下
由
及
承
候
。

其
時
分
ハ
拙
者
若
年
之
事
故
樫
覚
不
申
候
。
拙
者
式
之
事
故
、

権
現
様
御
証
文
修
理
大
夫
終
ニ
為
見
申
候
事
無
之
故
、
相
違
可

有
之
由
申
上
、
違
候
ハ
、
拙
者
承
伝
を
申
上
候
問
、
違
申
候
と

可
申
分
、
御
前
よ
り
被
仰
遣
、
相
違
申
候
得
は
如
何
可
有
之
と

与
左
衛
門
に
申
候
得
は
、
御
前
え
申
上
、
左
様
ニ
仕
候
得
と
若

殿
様
被
成
御
意
。

こ
れ
は
、
後
半
の
表
現
が
微
妙
で
や
や
難
解
な
文
章
に
な
っ
て
い

る
。
話
し
の
場
面
に
応
じ
て
、
「
修
理
大
夫
」
と
「
御
前
」
を
使
い
分

け
て
い
る
こ
と
が
そ
の
主
な
理
由
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
拙
者
」
黒

沢
が
判
物
改
奉
行
に
向
か
っ
て
答
え
る
台
詞
部
分
で
は
、
主
君
義
隆
を

指
し
て
敬
称
も
付
け
ず
に
修
理
大
夫
と
い
い
、
若
殿
様
義
処
の
前
で
対

応
策
を
練
る
場
面
で
は
御
前
と
言
い
分
け
て
い
る
。

ま
ず
、
そ
の
台
本
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
最
初
に
、
家
康
判
物
の
件

に
続
け
て
将
軍
秀
忠
か
ら
は
領
知
判
物
を
拝
領
し
な
か
っ
た
こ
と
を
説

明
す
る
。
そ
し
て
次
の
家
光
の
判
物
改
の
際
に
は
、
主
君
義
隆
は
二
五

万
石
の
役
高
を
願
い
出
た
が
、
幕
府
か
ら
は
「
左
様
」
と
も
「
無
用
」

と
も
回
答
が
な
く
、
「
御
朱
印
」
す
な
わ
ち
領
知
判
物
も
下
さ
れ
な
か
っ

た
、
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
と
き
私
、
黒
沢
は
若
年
で
詳
し
い
こ

と
は
承
知
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
家
康
判
物
に
つ
い
て
は
、
主
君

義
隆
よ
り
見
せ
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
の
で
、
伝
え
聞
い
て
い
る
こ
と
と

実
際
の
文
面
に
は
違
い
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

D
Lか
し
、
こ
こ
で

は
伝
え
聞
い
て
い
る
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
も
し
相
違
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
後
日
、
主
君
義
隆
よ
り
報
告
致
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
が
、

黒
沢
が
考
え
た
台
詞
だ
っ
た
。
こ
の
部
分
で
は
、
「
拙
者
式
之
事
故
」

の
意
味
が
解
せ
な
い
。
ま
た
、
「
大
猷
院
様
成
年
」
に
［
寛
文
十
二
年
］

と
細
註
を
付
け
た
の
は
今
宮
の
誤
り
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
「
国
典
類

抄
」
の
原
典
を
確
認
し
て
も
こ
の
ま
ま
で
、
こ
れ
は
「
国
典
類
抄
」
を

編
纂
し
た
と
き
の
誤
り
と
、
今
宮
の
誤
り
と
二
つ
が
絡
ん
で
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

以
上
の
台
詞
を
確
認
し
た
上
で
、
今
度
は
も
し
伝
聞
と
家
康
判
物
の

文
面
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
場
合
に
、
ど
う
す
る
か
、
右
の
筋
書
き
で
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よ
い
か
、
黒
沢
は
家
老
の
梅
津
に
問
い
質
し
た
。
す
る
と
梅
津
は
、
主

君
義
隆
に
申
し
上
げ
て
み
る
、
と
の
返
答
で
、
若
殿
様
も
そ
う
せ
よ
、

と
の
考
え
だ
っ
た
。
交
渉
役
を
勤
め
る
黒
沢
に
は
、
自
ら
の
責
任
に
直

結
す
る
問
題
だ
っ
た
か
ら
、
一
つ
ひ
と
つ
慎
重
に
確
認
を
取
り
付
け
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
次
な
る
確
認
事
項
は
、
や
は
り
佐
竹
氏
の
領
知
高

に
関
し
て
だ
っ
た
。

一
多
左
衛
門
又
申
候
は
、
御
役
高
之
事
、
御
両
殿
御
尋
被
成
候
儀

可
有
之
候
。
何
と
可
申
上
か
と
得
御
意
候
得
は
、
二
拾
万
石
有

之
様
ニ
被
開
召
候
。
聡
と
御
存
被
成
す
候
由
、
御
意
ニ
候
問
、

猿
楽
配
当
米
御
上
ケ
被
成
候
杯
も
二
拾
万
石
之
御
高
御
座
候
。

是
も
及
承
候
は
権
現
様
御
証
文
御
高
付
無
之
ニ
付
、
本
多
佐
渡

守
殿
え
何
程
計
之
御
役
高
可
仕
か
と
浄
光
院
様
［
義
宣
公
］
御

尋
被
成
候
得
は
、
権
現
様
、
ぇ
被
得
御
意
候
か
、
御
自
分
御
指
図

か
、
拾
八
万
石
之
御
役
被
成
可
然
之
由
被
仰
候
ニ
付
、
初
は
拾

八
万
石
之
御
役
被
遊
、
其
以
後
、
台
徳
院
様
御
代
領
分
高
二
拾

万
石
余
有
之
閥
、
二
拾
万
石
之
御
役
仕
度
と
土
井
大
炊
顕
殿
、
ぇ

浄
光
院
様
御
申
被
遊
候
得
は
、
台
徳
院
様
え
被
得
御
意
候
か
、

御
自
分
之
御
差
図
か
、
二
拾
万
石
之
御
役
被
成
候
様
ニ
と
被
仰

候
故
、
夫
よ
り
二
拾
万
石
之
御
役
被
遊
候
様
ニ
承
伝
候
と
申
上

候
得
は
、
与
左
衛
門
も
左
様
ニ
承
候
と
申
上
候
。
の
之
御
両
殿

御
尋
御
座
候
ハ
、
此
儀
を
も
右
之
段
可
申
上
候
哉
と
得
御
意
侠

得
は
、
左
様
ニ
仕
候
得
と
若
殿
様
被
仰
付
候
。

黒
沢
は
、
「
御
役
高
」
の
こ
と
を
両
奉
行
か
ら
尋
ね
ら
れ
る
だ
ろ
う

が
、
そ
れ
に
は
何
と
返
答
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
、
と
申
し
上
げ
た
。

す
る
と
義
処
は
、
二

O
万
石
は
あ
る
と
聞
い
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、

義
処
に
そ
の
確
証
は
な
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
黒
沢
は
「
猿
楽
配

当
米
」
も
領
知
高
二

O
万
石
に
相
当
す
る
額
を
負
担
し
て
い
る
、
と
発

言
し
た
。
こ
れ
も
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
家
康
判
物
に
高
付
が

な
い
の
で
、
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
が
本
多
佐
渡
守
正
信
に
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
一
八
万
石
分
の
役
を
負
担
せ
よ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、

そ
れ
は
家
康
の
指
示
を
得
た
も
の
か
、
正
信
の
判
断
に
よ
る
の
か
は
わ

か
ら
な
い
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
れ
は
家
康
と
正
信
が
共
に
存

生
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
元
和
二
年
（
一
六
二
ハ
）
以
前
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
二
代
将
軍
秀
忠
の
時
代
に
な
っ
て
秋
田
藩
は
自
藩
の
高
が

二
O
万
石
余
と
な
っ
た
の
で
、
義
宣
は
老
中
土
井
利
勝
に
二

O
万
石
分

の
役
を
勤
め
た
い
と
申
し
出
た
。
す
る
と
こ
れ
も
将
軍
秀
忠
の
御
意
を

得
た
も
の
か
、
土
井
個
人
の
判
断
だ
っ
た
の
か
は
不
明
な
が
ら
、
土
井

の
指
示
に
よ
り
二

O
万
石
分
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

以
上
、
黒
沢
が
申
し
述
べ
る
と
、
家
老
の
梅
津
も
そ
の
よ
う
に
聞
い
て

い
る
と
続
け
た
。
そ
こ
で
、
高
に
つ
い
て
両
奉
行
よ
り
下
問
さ
れ
た
な

ら
、
こ
の
よ
う
に
返
答
し
て
宜
し
い
か
義
処
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
義
処

は
そ
う
せ
よ
と
指
示
を
下
し
た
の
だ
っ
た
。

藩
主
義
隆
が
在
国
中
で
不
在
の
折
、
江
戸
滞
邸
で
は
世
子
義
処
、
家
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老
梅
津
忠
雄
、
留
守
居
役
黒
沢
元
重
ら
に
よ
る
対
策
会
議
が
関
か
れ
、

以
上
の
内
容
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
こ
で
黒
沢
が
い
う
「
猿
楽
配
当
米
」

が
何
を
指
す
の
か
不
明
な
が
ら
、
初
代
藩
主
佐
竹
義
貫
一
の
時
代
、
秋
田

藩
は
老
中
本
多
正
信
お
よ
び
土
井
利
勝
ら
に
接
触
し
、
一
八
万
石
な
い

し
二

O
万
石
相
当
の
役
高
を
負
担
し
た
、
と
す
る
伝
聞
が
藩
庁
首
脳
た

ち
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
将
軍
判
物
の
実
物
を
見
た
者

が
い
な
い
な
か
、
伝
え
聞
く
古
老
た
ち
の
哨
し
を
も
と
に
対
応
が
話
し

合
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
不
安
を
抱
え
た
交
渉
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
家
康
判
物
が
幕
府
に
提
出
さ
れ
既

に
藩
に
は
な
い
の
か
、
返
却
さ
れ
た
に
し
て
も
明
暦
の
大
火
で
焼
失
し

て
し
ま
っ
た
の
か
、
世
子
も
家
老
も
知
る
者
が
い
な
い
と
い
う
現
実
に

は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

近
世
の
文
書
主
義
、
文
書
に
よ
る
支
配
を
考
え
た
と
き
、
大
名
権
力

に
と
っ
て
将
軍
か
ら
与
え
ら
れ
た
領
知
安
堵
状
こ
そ
権
限
の
根
幹
を
な

す
最
も
大
事
な
文
書
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
秀
忠
・
家
光
と
二
代
の

将
軍
に
わ
た
っ
て
領
知
判
物
が
与
え
ら
れ
ず
、
初
代
家
康
の
判
物
さ
え

所
在
が
判
然
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
移
封
六

O
年
を
経
た
秋
田
務
佐

竹
氏
の
実
状
だ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
四
代
将
軍
徳
川
家
網
の
寛
文
印

知
の
意
義
を
一
層
鮮
明
に
す
る
だ
ろ
う
。
幕
府
は
大
名
の
領
知
高
に
応

じ
た
領
知
判
物
と
朱
印
状
の
文
書
様
式
を
厳
密
に
整
え
、
そ
の
上
で
、

こ
れ
を
一
斉
に
発
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
階
級
を
編
成
し
秩
序
づ

け
る
原
理
と
し
て
領
知
高
を
明
確
に
位
置
付
け
た
の
だ
っ
た
。
以
後
、

秋
田
藩
も
領
知
判
物
と
そ
こ
に
記
さ
れ
た
領
知
高
の
意
義
に
つ
い
て
認

識
を
新
た
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
ま
た
、
秋
田
藩
は
高
に
よ
っ
て
家
臣
を
編
成
し
、
村
方
を
治

め
る
体
制
を
い
ま
い
ち
ど
整
え
直
す
。
そ
れ
は
、
務
主
が
家
臣
一
人
ひ

と
り
に
、
そ
の
所
領
を
安
堵
し
た
知
行
御
判
紙
を
発
給
す
る
こ
と
で
あ

り
、
務
主
黒
印
を
以
て
村
高
を
確
定
し
た
黒
印
定
書
を
村
方
に
発
行
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
知
行
御
判
紙
に
関
し
て
は
一
定
の
開
発
が
な
さ
れ
る

ご
と
に
家
臣
か
ら
知
行
高
の
改
訂
願
い
が
出
さ
れ
、
御
判
紙
書
替
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
村
方
に
宛
が
っ
た
黒
印
定
書
は
書
き
替

え
ら
れ
す
、
そ
の
ま
ま
の
も
の
も
あ
っ
て
次
第
に
実
態
か
ら
離
れ
て

い
っ
た
。

こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
家
老
今
宮
義
透
の
推
し
進

め
た
事
保
改
革
だ
っ
た
。
今
宮
は
領
内
農
村
の
黒
印
定
書
を
総
点
検

し
、
再
発
行
し
た
り
、
村
名
だ
け
で
村
人
の
居
住
し
な
い
村
方
を
廃
村

と
し
て
黒
印
定
書
を
取
り
上
げ
た
り
し
て
整
理
し
た
。
そ
し
て
そ
の
成

果
を
郡
ご
と
に
ま
と
め
、
「
黒
印
高
帳
」
六
冊
に
整
理
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
政
策
を
遂
行
す
る
過
程
で
過
去
の
判
物
改
に
関
す
る
史

料
が
探
索
・
調
査
さ
れ
、
こ
の
黒
沢
元
重
覚
書
も
発
見
さ
れ
て
後
に
「
国

典
類
抄
」
に
収
録
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

寛
文
四
年
（
一
六
六
回
）
三
月
十
一
日
、
江
戸
藩
邸
で
対
応
を
協
議

し
た
一
連
の
経
過
を
振
り
返
る
と
、
秋
田
藩
佐
竹
氏
に
と
っ
て
大
名
領

知
高
が
専
ら
「
役
高
」
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
そ
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こ
に
は
、
大
名
佐
竹
家
と
し
て
の
体
面
だ
と
か
、
他
落
と
比
較
し
た
家

格
だ
と
か
い
っ
た
認
識
は
ほ
と
ん
ど
窺
え
な
い
。
大
名
の
公
称
高
に
関

し
て
は
、
既
に
こ
の
一
七
年
前
の
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
、
出
羽
図

絵
図
に
そ
の
高
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
一
緒
に
提
出
さ
れ
た
正

保
郷
帳
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一

高

拾

八

万

石

上

杉

喜

平

治

一
高
壱
万
六
千
九
百
九
拾
四
石
五
斗
入
升
四
合
同
領
新
田

（
中
略
）

一
高
弐
拾
万
九
百
四
拾
石
壱
斗
七
升
五
合
佐
竹
修
理
大
夫

一
高
七
万
三
千
弐
百
九
拾
壱
石
壱
斗
六
升
六
合
同
領
新
田

こ
の
と
き
、
上
杉
氏
米
沢
藩
は
拝
領
高
三

O
万
石
余
の
う
ち
出
羽
国

置
賜
郡
に
一
八
万
石
を
所
持
し
、
他
に
一
万
六
九
九
四
石
五
斗
八
升
四

合
の
新
田
高
が
あ
っ
た
。
本
知
商
は
端
数
の
な
い
一
八
万
石
丁
度
だ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
時
の
将
軍
徳
川
家
光
よ
り
領
知
判
物
を
拝
領
し
て
い

な
い
佐
竹
氏
秋
田
器
は
本
知
高
二

O
万
九
四
O
石
一
斗
七
升
五
合
と
新

田
高
七
万
三
二
九
一
石
一
斗
六
升
六
合
を
書
き
上
げ
て
い
た
。
出
羽
国

絵
図
を
取
り
ま
と
め
た
の
は
他
な
ら
ぬ
絵
図
元
の
秋
田
藩
で
、
こ
の
高

は
い
わ
ば
秋
田
藩
が
自
己
申
告
し
た
高
だ
っ
た
。
新
田
高
を
加
え
れ
ば

二
七
万
石
を
超
え
る
高
と
な
る
。
寛
永
十
一
年
の
家
光
の
判
物
改
の
際

に
、
秋
田
滞
が
二
五
万
石
を
願
い
出
た
と
す
る
伝
承
も
、
十
分
に
肯
け

る
だ
ろ
う
。
出
羽
国
最
大
の
国
持
大
名
と
し
て
誇
り
を
持
ち
、
秋
田
藩

の
首
脳
た
ち
は
こ
れ
で
面
白
が
保
た
れ
た
と
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
、
寛
文
四
年
の
判
物
改
に
対
応
を
協
議
し
た

場
面
で
、
こ
の
図
絵
図
事
業
に
話
し
が
及
ば
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の

だ
ろ
う
。
世
子
義
処
に
正
保
国
絵
図
に
関
す
る
知
識
が
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
梅
津
と
黒
沢
は
正
保
年
間
す
で
に
二
七
万
石
余
の
実
高
を
保
持

し
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
彼
ら
に

領
知
高
が
大
名
家
の
家
格
に
関
わ
る
と
い
う
強
い
認
識
が
あ
っ
た
な

ら
、
正
保
国
絵
図
を
根
拠
に
し
て
た
と
え
ば
二
五
万
石
の
認
定
に
向
け

て
策
を
練
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た

動
き
は
窺
え
ず
、
彼
ら
は
領
知
高
を
大
名
の
役
高
と
し
て
捉
え
る
ば
か

り
だ
っ
た
。

こ
の
点
は
、
次
の
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
判
物
改
で
、
秋
田
藩
が
三

O
万
石
の
拝
領
高
を
画
策
し
た
の
と
は
明
確
に
違
っ
て
い
た
。
寛
文
印

知
は
大
名
領
知
高
を
以
て
大
名
の
家
格
を
規
定
し
秩
序
づ
け
る
こ
と
に

成
功
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
、
秋

田
務
は
細
く
速
い
伝
を
頼
り
に
三

O
万
石
昇
格
を
目
論
ん
だ
の
だ
っ

た
。
し
か
し
、
伝
聞
に
よ
れ
ば
秋
田
藩
は
二

O
万
石
の
公
称
高
が
確
定

す
る
以
前
、
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
は
老
中
土
井
利
勝
よ
り
二

O
万
石
の

役
高
を
命
じ
ら
れ
た
と
い
い
、
次
の
藩
主
義
隆
は
将
軍
家
光
に
二
五
万

石
の
領
知
高
を
届
け
出
た
と
い
う
。
そ
し
て
実
は
、
寛
文
四
年
、
江
戸

藩
邸
で
協
議
さ
れ
た
対
応
策
と
は
違
い
、
藩
主
義
隆
は
密
か
に
三

O
万

石
を
願
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
寛
文
四
年
四
月
十
三
日
、
小
笠
原
・

永
井
両
奉
行
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
判
物
改
の
実
際
と
絡
め
、
次
稿
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で
触
れ
た
い
。
た
だ
し
、
か
つ
て
義
隆
が
二
五
万
石
を
届
け
出
た
と
す

る
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
秋
田
藩
側
が
積
極
的
に
主
張
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

四
政
景
日
記
に
見
る
秋
田
落
の
六
ツ
成
高

初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
が
本
多
正
信
の
指
示
に
よ
り
一
八
万
石
の
役
高

と
な
っ
た
と
い
う
伝
聞
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
を
見
つ

け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
二
代
将
軍
徳
川
秀
忠
の
時
代
、
秋
田
藩
が
二

O

万
石
余
の
実
高
を
保
持
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
「
梅
津
政
景
日
記
」

か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
景
は
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
十
月

九
日
の
条
に
次
の
通
り
記
し
て
い
る
。

一
、
秋
田
・
仙
北
御
知
行
高
之
一
締
預
被
置
候
。
被
仰
付
分
ハ
、

来
春
山
々
御
運
上
罷
上
候
時
、
能
々
開
高
綱
候
て
指
上
候
へ
と

半
右
衛
門
ニ
可
申
付
由
、
被
仰
出
候
。
寛
永
仁
年
仁
月
七
日
迄

之
目
録
之
写
、
八
万
六
千
六
拾
三
石
九
斗
五
升
七
合
ハ
秋
田
本

田
分
、
拾
三
万
三
千
百
五
拾
石
六
斗
八
升
五
合
ハ
仙
北
本
田

分
、
右
二
口
六
つ
成
ニ
〆
仁
拾
三
万
三
千
五
百
三
十
石
五
斗
三

合
、
新
聞
壱
万
四
千
七
百
仁
拾
三
石
六
斗
壱
升
仁
合
、
内
仁
千

弐
百
七
拾
仁
石
六
斗
壱
升
一
合
ハ
御
蔵
入
分
、
壱
万
弐
千
四
百

五
十
壱
石
ハ
給
人
ニ
被
下
候
御
印
判
ノ
分
、
右
成
不
起
。

こ
の
と
き
江
戸
に
あ
っ
た
務
主
義
宣
は
、
国
許
の
家
老
梅
津
半
右
衛

門
憲
忠
に
書
を
送
り
、
翌
寛
永
五
年
の
「
山
々
御
運
上
」
に
向
け
「
閲

高
」
を
よ
く
よ
く
調
べ
て
報
告
す
る
よ
う
命
じ
て
き
た
。
兄
愈
忠
か
ら

そ
れ
を
知
ら
さ
れ
た
惣
山
奉
行
の
政
景
は
、
二
年
前
の
寛
永
二
年
二
月

七
日
〆
の
知
行
目
録
の
写
を
所
持
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
以
て
江
戸

に
報
告
し
、
自
ら
の
日
記
に
も
そ
れ
を
書
き
留
め
た
の
だ
っ
た
。
こ
の

目
録
に
記
さ
れ
た
高
が
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
「
二

月
七
日
迄
之
目
録
」
と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
、
ど
う
も
総
検
地
に
関

わ
る
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
。
末
尾
に
見
え
る
「
給
人
ニ
被
下
候
御
印

判
ノ
分
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
、
秋
田
藩
の
知
行
御
判
紙
の

制
度
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
秋
田
藩
で
は
藩
主
が
黒

印
状
を
も
っ
て
家
臣
の
知
行
を
安
堵
し
た
。
そ
の
印
判
状
を
知
行
御
判

紙
と
い
う
が
、
そ
れ
を
集
計
し
た
結
果
が
何
か
の
理
由
で
二
年
前
の
二

月
七
日
締
め
で
作
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

政
景
時
代
の
実
態
は
不
詳
な
が
ら
、
後
世
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
秋
田

繕
で
は
家
臣
が
本
知
高
以
外
の
田
地
を
新
規
に
開
発
ま
た
は
購
入
な
ど

し
て
入
手
す
る
と
、
そ
の
高
を
本
知
高
と
し
て
認
定
す
る
よ
う
藩
に
申

請
す
る
制
度
が
整
え
ら
れ
た
。
申
請
が
受
理
さ
れ
て
調
べ
を
受
け
、
新

開
高
が
本
知
高
に
加
え
ら
れ
る
と
、
藩
主
の
印
判
状
が
作
り
替
え
ら
れ

新
し
い
も
の
が
発
給
さ
れ
た
。
こ
れ
を
御
判
紙
書
替
と
い
う
。
こ
の
申

請
は
新
開
高
が
一
定
の
大
き
さ
に
達
す
る
と
随
時
お
こ
な
わ
れ
た
。
政

景
の
時
代
に
は
新
田
分
知
と
い
っ
て
、
武
家
の
次
男
や
三
男
に
嫡
子
知

行
高
の
一
部
を
分
与
し
て
一
家
を
興
す
こ
と
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た

の
で
、
給
人
た
ち
は
新
田
開
発
に
努
め
、
御
判
紙
書
替
も
繰
り
返
さ
れ
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た
。
右
に
引
用
し
た
政
景
日
記
で
、
新
開
高
の
八
割
以
上
を
給
人
知
行

高
が
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
様
子
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
政
景

が
そ
の
跡
に
続
け
て
記
し
た
「
右
成
不
定
」
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
こ
の
点
は
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
。

政
崇
日
記
に
よ
れ
ば
、
新
開
高
は
二
二
七
二
石
六
斗
一
升
一
合
の
蔵

入
分
と
一
万
二
四
五
一
石
の
給
人
知
行
分
を
合
わ
せ
る
と
、
一
万
四
七

二
三
石
六
斗
一
升
一
合
と
な
っ
て
、
一
合
の
誤
差
で
計
算
が
合
う
。
こ

れ
に
対
し
、
本
田
高
の
計
算
は
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま

ず
、
家
康
判
物
が
「
出
羽
国
之
内
秋
田
・
仙
北
両
所
進
置
候
」
と
記
す

通
り
、
政
景
も
下
筋
三
郡
の
秋
田
分
と
、
上
筋
三
郡
の
仙
北
分
に
分
け

て
本
田
高
を
掌
握
し
て
い
る
。
務
領
北
部
の
秋
田
分
が
八
万
六

O
六
三

石
九
斗
五
升
七
合
だ
っ
た
の
に
、
南
部
の
仙
北
分
は
そ
の
一
・
五
倍
を

超
え
る
二
三
万
＝
ご
五

O
石
六
斗
八
升
五
合
で
、
藩
領
南
部
が
秋
田
藩

の
穀
倉
地
帯
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
つ
を
合
わ
せ
る

と
、
そ
の
高
は
一
二
万
九
二
一
四
石
六
斗
四
升
二
合
と
な
る
は
ず
だ

が
、
政
景
の
記
す
高
は
別
だ
っ
た
。
「
二
口
六
つ
成
〆
」
と
但
し
書
き

を
付
け
て
、
二
三
万
三
五
三

O
石
五
斗
三
合
が
秋
田
・
仙
北
の
本
岡
高

合
計
だ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
の
秋
田
藩
士
も
そ
の
意
味
を
す
ぐ
に
は
理

解
で
き
な
か
っ
た
ら
し
い
。
「
国
典
類
抄
」
も
疑
念
を
呈
し
て
い
る
。

前
編
軍
部
三
「
御
判
紙
井
御
高
辻
」
の
部
で
は
、
右
の
政
景
日
記
を
収

録
し
た
そ
の
後
に
続
け
て
、
次
の
一
文
を
収
め
て
い
る
。

但
、
後
々
考
ニ
両
筆
合
弐
拾
壱
万
九
千
弐
百
拾
四
石
六
斗
四
升
壱

合
不
足
也
。
新
田
之
末
ニ
成
不
定
と
在
之
を
以
考
ル
ニ
両
筆
本
田

之
内
ニ
ハ
六
ツ
以
上
之
免
在
之
を
六
ツ
成
と
直
し
て
都
合
致
候
か

と
有
り
、
右
二
口
六
ツ
成
ニ
入
と
有
之
を
以
、
此
考
勿
論
と
れ
γ

こ
の
但
し
書
き
は
、
一
読
し
た
だ
け
で
は
意
味
を
取
る
の
が
難
し

い
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
は
時
代
を
異
に
す
る
こ
人
の
主
語
が
あ
る
か
ら

だ
っ
た
。
右
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
三
つ
の
時
代
に
分
け
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。

a最
初
に
、
政
景
が
寛
永
四
年
十
月
九
日
の
条
に
基
と
な
る
記
事
を

認
め
た
。

b
後
世
、
何
者
か
が
政
景
日
記
の
こ
の
条
文
を
写
し
取
り
、
そ
こ
に

解
説
を
書
き
加
え
た
。

cそ
し
て
最
後
に
、
「
国
典
類
抄
」
の
編
纂
者
が
そ
の
b
を
ふ
ま
え

て
さ
ら
に
コ
メ
ン
ト
を
追
記
し
た
。

b
の
人
物
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
「
国
典
類
抄
」
は
こ
の
史
料
を
「
博

光
院
様
御
代
」
、
つ
ま
り
初
代
務
主
佐
竹
義
宣
の
時
代
の
も
の
と
判
定

し
、
そ
の
「
年
月
日
不
知
」
の
項
目
に
収
め
た
が
、
そ
の
典
拠
を
明
示

し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
史
料
の
前
後
に
は
「
年
月
日
不
知
」
の
項
目

で
山
方
泰
純
が
所
持
し
て
い
た
書
付
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
前
編
軍
部
三
の
最
初
の
史
料
は
、
「
山
方
太
郎
左
衛
門
泰
純
所
持
、

黒
沢
浮
木
元
重
依
御
意
ニ
番
上
之
雑
書
抜
キ
か
き
」
だ
っ
た
。
そ
こ
で

仮
に
右
の

b
に
相
当
す
る
人
物
を
黒
沢
元
重
と
推
定
し
て
み
よ
う
。
す
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な
わ
ち
、
寛
文
四
年
の
判
物
改
を
担
当
し
た
黒
沢
が
隠
居
後
、
三
代
藩

主
佐
竹
義
処
の
命
に
よ
り
秋
田
藩
佐
竹
氏
の
領
知
高
に
関
す
る
文
献
調

査
を
お
こ
な
い
、
そ
の
過
程
で
政
景
日
記
の
こ
の
条
文
を
発
見
・
筆
録

し
、
そ
の
疑
問
点
に
解
説
を
加
え
た
、
と
い
う
推
論
で
あ
る
。
勿
論
、

そ
の
確
証
は
な
く
、
そ
れ
は
黒
沢
以
外
の
人
物
だ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
も
し
か
し
た
ら
、
山
方
自
身
が
黒
沢
番
付
を
筆
録
し
て
そ
こ
に
解

説
を
書
き
加
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

大
事
な
の
は
、
政
景
日
記
の
条
文
を
写
し
取
っ
た
人
物
が
書
い
た
そ

の
内
容
だ
っ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
後
世
に
な
っ
て

政
景
日
記
の
条
文
を
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
政
景
が
記
す
秋
田
分

と
仙
北
分
の
本
田
高
二
口
を
合
わ
せ
る
な
ら
計
算
上
は
一
二
万
九
二
一

四
石
六
斗
四
升
二
合
と
な
り
、
政
景
が
記
す
二
三
万
三
五
三

O
石
五
斗

三
合
に
は
不
足
す
る
。
こ
こ
で
は
使
宜
上
、
黒
沢
元
重
が
こ
の
部
分
を

書
き
写
し
た
と
し
て
説
明
す
る
な
ら
、
黒
沢
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う

に
考
え
た
。
政
景
が
新
田
の
高
を
蔵
入
分
と
給
人
分
に
分
け
て
記
し
、

そ
の
後
に
「
成
不
定
」
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
秋
田
・

仙
北
の
本
国
高
に
は
蔵
入
分
と
給
人
分
が
あ
っ
て
、
中
に
は
免
が
六
ツ

以
上
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
み
な
免
六
ツ
に
換
算
し
、
そ
れ

を
集
計
す
る
と
、
そ
の
結
果
は
二
三
万
石
余
の
高
に
な
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
黒
沢
は
推
測
し
た
。

そ
し
て
そ
の
後
、
「
国
典
類
抄
」
に
こ
れ
を
収
録
し
た
編
者
が
、
「
右

二
口
六
ツ
成
ニ
入
と
有
之
を
以
、
此
考
勿
論
と
す
」
と
付
け
加
え
た
の

だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
政
景
が
秋
田
分
と
仙
北
分
の
本
田
高
を
「
六
ツ
成
」

に
直
し
た
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、

b
の
考
証
は
も
っ
と
も

な
こ
と
だ
、
間
違
い
な
い
、
と
補
足
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
で

「
六
ツ
成
ニ
入
」
と
あ
る
の
は
「
六
ツ
成
ニ
〆
」
の
誤
記
と
考
え
た
い
。

こ
れ
を
参
考
に
政
景
日
記
の
記
述
を
も
う
一
度
考
え
て
み
よ
う
。
秋

田
・
仙
北
二
日
の
本
国
分
を
単
純
計
算
し
た
一
二
万
石
余
と
、
そ
れ
を

六
ツ
成
に
し
た
二
三
万
石
余
と
が
共
に
同
じ
年
貢
量
を
表
し
て
い
る
、

す
な
わ
ち
、
給
人
に
と
っ
て
そ
の
い
ず
れ
で
も
年
貢
徴
収
分
は
同
じ
に

な
る
と
考
え
る
な
ら
、
計
算
値
一
二
万
石
余
の
年
貢
率
を

αと
し
て
、

そ
れ
ら
を
掛
け
算
し
て
得
ら
れ
る
年
貢
量
は
、
換
算
値
の
二
三
万
石
余

に
年
貢
率
0
・
六
を
乗
じ
た
量
に
一
致
す
る
と
い
う
方
程
式
が
成
り
立

つ
。
こ
れ
を
解
く
と
、

αは
六
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
途
方
も
な

い
高
率
の
免
と
な
る
。
勿
論
、
こ
れ
が
現
実
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

そ
も
そ
も
、
「
六
ツ
成
」
と
い
う
免
自
体
が
実
質
年
貢
率
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
高
を
算
出
す
る
際
の
係
数
と
も
い
え
る
基
準

の
年
貢
率
だ
っ
た
。
そ
し
て
、

b
で
考
証
さ
れ
た
よ
う
に
、
秋
田
藩
で

は
本
田
で
も
蔵
入
分
と
給
人
分
で
は
免
が
異
な
り
、
し
か
も
そ
れ
は
一

律
で
は
な
か
っ
た
。
単
純
計
算
し
た
一
二
万
石
余
の
本
田
高
の
あ
る
部

分
に
は
、
「
六
ツ
以
上
之
免
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
が
ど

こ
に
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
、
政
景
は
そ
の
詳
細
を
目
録
で
把
握
し
つ

つ
も
、
日
記
に
記
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
寛
永
二
年
二
月
七
日
〆
の
目
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録
に
は
そ
れ
が
詳
し
く
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
一

つ
ひ
と
つ
を
秋
田
藩
が
基
準
年
貢
率
と
し
て
用
い
た
「
六
ツ
成
」
に
変

換
し
て
高
を
集
計
す
る
と
、
政
景
が
記
す
二
三
万
三
五
三

0
・
五

O
三

石
と
い
う
高
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
秋
田
藩
固
有
の
当
高

の
問
題
だ
っ
た
。
「
国
典
類
抄
」
は
以
上
の
史
料
を
収
録
し
た
後
に
続

け
て
、
こ
の
高
が
「
御
家
中
御
配
当
高
」
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
説

（初｝

明
し
て
い
た
。

初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
の
時
代
、
老
中
土
井
利
勝
を
通
し
て
秋
田
藩
が

二
O
万
石
の
役
高
と
な
っ
た
と
す
る
伝
承
に
つ
い
て
は
、
そ
の
詳
細
を

知
る
文
書
を
確
認
で
き
な
い
。
だ
が
、
政
景
日
記
に
よ
り
寛
永
の
初
年
、

す
で
に
秋
田
藩
が
二

O
万
石
を
超
え
る
実
高
に
達
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
秋
田
落
は
免
次
第
で
見
掛
け
の
高

が
変
動
し
た
の
だ
っ
た
。
一
般
的
に
は
、
検
地
に
よ
っ
て
高
が
決
ま
る

と
そ
の
高
は
動
か
な
い
。
検
地
高
を
固
定
し
た
上
で
、
水
損
・
早
損
な

ど
を
考
慮
し
そ
の
分
を
控
除
し
た
高
に
免
を
勘
案
し
て
年
貢
量
を
決
め

る
の
が
基
本
だ
ろ
う
。
高
を
変
え
る
に
は
検
地
を
や
り
直
し
て
竿
の
長

さ
を
変
え
た
り
、
石
盛
り
を
操
作
し
た
り
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
う

し
て
得
ら
れ
た
検
地
高
が
何
よ
り
の
基
盤
だ
か
ら
、
免
を
操
作
し
て
高

が
変
わ
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
と
こ
ろ
が
、
秋
田
藩
は
違
っ
て
い
た
。

一
度
付
け
た
高
に
免
を
操
作
し
て
別
の
高
に
変
換
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
の
際
の
基
準
免
は
六
ツ
成
と
い
う
実
質
年
貢
率
と
は
異
な
る
あ

る
種
の
係
数
だ
っ
た
。
実
際
の
操
作
は
、
免
を
六
ツ
に
し
て
年
貢
堂
が

変
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
高
を
ど
う
決
め
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う

考
え
方
で
高
を
逆
算
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六

三
四
）
九
月
、
秋
田
藩
が
幕
府
の
有
力
者
島
田
利
正
に
打
診
し
た
次
の

二
つ
の
領
知
高
目
録
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

寛
永
十
一
年
、
ニ
つ
の
領
知
高
目
録

寛
永
十
一
年
と
見
ら
れ
る
十
月
四
日
付
、
島
国
利
正
よ
り
佐
竹
義
隆

に
宛
て
た
書
状
に
は
、
秋
田
滞
の
領
知
高
を
記
し
た
番
付
三
通
も
一
緒

に
添
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
ず
そ
の
一
つ
、
領
知
高
二
三
万
石
余
の
目
録

ー
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

秋
田
・
仙
北
知
行
高
目
録

一
高
三
万
五
千
四
百
三
拾
三
石

内
三
万
千
七
百
八
拾
三
石
也

同
三
千
六
百
五
拾
石
也

一
高
五
万
六
千
四
百
四
拾
八
石

内
四
万
八
千
七
百
九
拾
石
也

同
七
千
六
百
五
拾
八
石
也

一
高
五
万
千
四
百
弐
拾
九
石

内
四
万
四
千
七
百
九
拾
九
石
也

仙
北
ノ
内

雄
勝
郡

本
田

新
田

同
内平

鹿
郡

本
田

新
田

同
内山

本
郡

本
田

- 71一
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同
六
千
六
百
三
拾
石
也

一
高
八
万
八
千
七
百
八
拾
三
石

内
七
万
四
千
七
百
三
拾
四
石

同
壱
万
四
千
四
拾
九
石

「
六
ツ
成
」
（
付
札
）

惣
高
合
弐
拾
三
万
弐
千
九
拾
三
石

内
弐
拾
万
百
六
石
也

岡
三
万
千
九
百
八
拾
七
石
也

寛
永
拾
壱
年

九
月
廿
二
日

秋田藩の領知高・六ツ成高

寛永11年（1634) 9月

本田 新田 計

雄勝郡 31,783 3,650 35,433 

平鹿郡 48,790 7,658 56,448 

山本郡 44,799 6,630 51,429 

仙北分 (125,372) (17,938) (143,310) 

秋田分 74,734 14,049 88,783 

惣高合 200,106 31,987 232,093 

表 1

新
田

秋
田
分本

田
新
田

新本
岡田

こ
の
目
録
に
は
、
秋
田
藩
の
惣

高
が
二
三
万
二

O
九
三
石
と
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
表
1
に
ま
と

め
て
み
た
。
計
算
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
数
値
に
は
〈
〉
を
付
け
て

区
別
す
る
と
、
記
載
さ
れ
る
数
値

と
計
算
値
に
は
阻
酪
が
な
く
、
計

算
は
す
べ
て
矛
盾
な
く
一
致
す

る
。
た
だ
し
、
「
秋
田
・
仙
北
知

行
高
目
録
」
と
い
う
題
目
に
反

し
、
上
筋
三
郡
の
仙
北
分
か
ら
先

に
記
し
、
し
か
も
そ
の
仙
北
分
は

雄
勝
・
平
鹿
・
山
本
の
各
郡
ご
と
に
本
田
と
新
田
の
内
訳
を
書
き
上
げ

て
い
る
の
に
、
下
筋
三
郡
に
つ
い
て
は
秋
田
分
と
し
て
一
括
さ
れ
、
各

郡
の
高
内
訳
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
一
三
年
後
、
正
保
四
年
（
一

六
四
七
）
に
つ
く
ら
れ
た
正
保
国
絵
図
に
よ
れ
ば
、
当
時
秋
田
藩
で
は

郡
名
の
呼
称
が
混
乱
し
て
お
り
、
上
筋
三
郡
に
位
置
し
た
仙
北
郡
は
山

本
郡
と
さ
れ
、
下
筋
で
は
後
の
河
辺
郡
が
豊
島
郡
、
山
本
郡
が
槍
山
郡

と
よ
ば
れ
て
い
た
。
な
ぜ
上
筋
三
郡
だ
け
詳
し
く
各
郡
の
高
内
訳
が
記

さ
れ
、
秋
田
分
は
そ
う
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な

い
。
そ
の
点
は
不
明
な
が
ら
、
記
議
さ
れ
る
数
値
を
単
純
計
算
し
て
間

違
い
は
な
く
、
こ
れ
を
見
た
島
田
が
不
審
に
思
う
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ

、A

ソ。

。ru

た
だ
し
、
こ
れ
を
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
）
に
写
し
取
っ
た
秋
田

藩
士
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
高
が
「
六
ツ
成
」
高
で
あ
る
こ
と
を
見
抜

い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
免
を
六
ツ
に
し
て
適
正
な
年
貢
量
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
逆
算
さ
れ
た
高
が
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
惣

高
合
」
の
右
肩
に
「
六
ツ
成
」
の
付
札
を
貼
り
、
そ
の
こ
と
を
伝
え
て

い
る
。
勿
論
そ
れ
は
、
家
老
の
今
宮
に
報
告
す
る
た
め
の
注
釈
と
見
ら

れ
る
。
秋
田
藩
は
こ
う
し
て
操
作
さ
れ
た
高
を
以
て
家
臣
知
行
高
と
し

て
用
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
家
臣
に
知
行
高
を
配
当
で
き
る
よ

う
に
操
作
し
た
高
が
当
高
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
高
は
家
臣
配
当

高
の
略
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
知
行
高
目
録
は
六
ツ
成
高
の
当
高
表
示

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
方
、
秋
田
落
が
島
田
に
提
示
し
た
も
う
一
つ
の
知
行
高
目
録
E
は

次
の
通
り
、
二
六
万
石
余
だ
っ
た
。

秋
田
・
仙
北
知
行
高
目
録

（
ア
）
一
高
七
万
四
千
七
百
三
拾
四
石
秋
田
分
本
田

（
イ
）
一
高
弐
万
八
千
三
百
九
拾
三
石
同
分
新
田

（
ウ
）
一
高
拾
弐
万
五
千
三
百
七
拾
弐
石
仙
北
分
本
田

（
エ
）
一
高
三
万
五
千
五
百
八
拾
弐
石
岡
分
新
聞

「
六
ツ
成
」
（
付
札
）

（
オ
）
右
本
田
〆
弐
拾
万
百
六
石

「
三
ツ
成
」
（
付
札
）

（
カ
）
岡
新
田
〆
六
万
三
千
九
百
七
拾
五
石

（
キ
）
右
新
聞
六
ツ
成
高
ニ
〆
三
万
千
九
百
八
拾
七
石

（
ク
）
惣
高
合
弐
拾
六
万
四
千
八
拾
壱
石

（
ケ
）
但
六
ツ
成
ニ
〆
高
弐
拾
三
万
弐
千
九
拾
三
石

寛
永
拾
壱
年

九
月
廿
二
日

説
明
の
便
宜
上
、
目
録
の
各
項
目
に
（
ア
）
か
ら
（
ケ
）
ま
で
記
号
を
付

け
、
同
様
に
し
て
表
2
に
整
理
し
た
。
す
る
と
こ
こ
で
も
、
筆
録
者
は

（
オ
）
と
（
カ
）
の
二
項
目
に
付
札
を
貼
っ
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
ま

ず
、
（
オ
）
は
六
ツ
成
高
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
（
ア
）
の
秋
田
分
本
田
と

（
ウ
）
仙
北
分
本
田
を
合
計
し
た
も
の
で
、
計
算
値
も
そ
れ
に
矛
盾
な
く

一
致
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
新
田
高
を
合
わ
せ
た
（
カ
）
項
目
は
「
三
ツ
成
」

寛永11年（1634) 9月

本 回 新 田 計

秋田分 （ア） 74,734 （イ） 28,393 (103,127) 

仙北分 （ウ） 125,372 （エ） 35,582 (160,954) 

惣高合 （オ） 200,106 （カ） 63,975 （ク） 264,081 
新田三ツ 六ツ成） （三ツ成）

惣高合 （キ） 31,987 （ケ） 232,093 
新聞六ツ （六ツ成） （六ツ成）

-73-

に
し
た
高
だ
と
い
う
。
秋
田
分
新
田

（
イ
）
と
仙
北
分
新
田
（
エ
）
を
単
純
合

計
す
る
と
間
違
い
な
く
（
カ
）
の
記
載

値
と
な
る
が
、
そ
れ
は
三
ツ
成
高

だ
っ
た
。
単
純
に
免
が
半
分
と
い
う

の
は
や
や
問
題
だ
が
、
本
田
に
対
し

新
田
の
方
が
免
が
低
い
の
は
自
然

で
、
こ
の
目
録
に
閉
じ
た
世
界
で
見

れ
ば
こ
れ
ら
の
記
載
に
何
の
疑
念
も

生
じ
な
か
っ
た
。

そ
の
上
で
、
六
ツ
成
高
の
本
田
合

計
（
オ
）
と
三
ツ
成
高
の
新
田
合
計

（
カ
）
を
合
わ
せ
る
と
「
惣
高
合
」

（
ク
）
は
、
二
六
万
四
O
八
一
石
と
算

出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
値
は

（
ア
）
・
（
イ
）
・
（
ウ
）
・
（
エ
）
の
四
項

目
を
単
純
合
計
し
た
計
算
値
に
も
一
致
し
、
や
は
り
こ
こ
で
も
目
録
表

記
上
の
疑
問
は
な
い
。
「
六
ツ
成
」
と
「
三
ツ
成
」
の
二
つ
の
付
札
が

な
い
目
録
原
典
を
見
た
島
田
は
、
記
載
さ
れ
る
数
値
が
計
算
値
に
合
致

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
目
録
を
合
点
し
不
審
に
思
う
こ
と
も
な

か
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
で
秋
田
藩
は
念
を
入
れ
、
も
う
一
方
の
二
三
万
石

余
と
す
る
知
行
高
目
録
I
と
、
こ
の
目
録
E
の
関
係
性
を
説
明
し
て

秋田藩の領知高・新田三ツ成高表2
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（
キ
）
と
（
ケ
）
の
補
足
項
目
を
付
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
（
カ
）
の

新
田
高
合
計
の
三
ツ
成
高
を
「
六
ツ
成
ニ
〆
」
、
つ
ま
り
免
六
ツ
に
変

換
す
る
な
ら
、
（
キ
）
の
三
万
一
九
八
七
石
と
な
り
、
こ
う
し
て
得
ら
れ

た
六
ツ
成
高
同
士
。
本
田
合
計
（
オ
）
と
新
田
合
計
（
キ
）
を
合
わ
せ
る
と

（
ケ
）
の
「
惣
高
合
」
は
二
三
万
二

O
九
三
石
と
な
る
、
と
但
し
書
き
を

付
け
て
説
明
し
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
高
は
、
前
に
確
認
し
た
も
う
一
方

の
知
行
高
目
録
I
の
「
惣
高
合
」
に
等
し
い
。
こ
う
し
て
秋
田
藩
は
、

こ
の
二
つ
の
目
録
が
互
い
に
整
合
性
を
持
っ
て
正
し
い
こ
と
を
島
田
に

伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
島
田
は
、
記
載
さ
れ
る
数
値

を
単
純
に
足
し
算
し
て
一
石
の
誤
り
も
な
く
計
算
さ
れ
な
が
ら
、
結
果

と
し
て
二
つ
の
異
な
る
知
行
高
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
目
録
を

見
て
、
何
か
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
我
々
も
同
様
だ
ろ
う
。

．』E

J、

二
五
万
石
の
領
知
目
録

寛
永
十
一
年
九
月
二
十
二
日
付
で
秋
田
藩
は
二
三
万
二

O
九
三
石
の

知
行
高
目
録
と
、
二
六
万
四
O
八
一
石
と
い
う
こ
つ
の
知
行
高
目
録
を

作
成
し
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
用
す
べ
き
か
島
田
利
正
に
打
診
し
た
。
記

載
に
誤
り
は
な
く
、
目
録
同
士
の
関
係
性
も
理
解
で
き
た
。
し
か
し
、

何
か
釈
然
と
し
な
い
。
何
か
が
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
高
に
対
す
る
秋

田
藩
の
根
本
的
な
捉
え
方
だ
っ
た
。

通
常
は
検
地
に
よ
っ
て
高
が
算
出
さ
れ
る
と
、
そ
の
高
は
動
か
ず
、

後
は
年
貢
率
た
る
免
に
従
っ
て
年
貢
量
が
決
定
さ
れ
た
。
川
欠
け
や
皐

損
な
ど
自
然
災
害
を
要
因
と
し
て
基
礎
と
な
る
高
が
減
免
さ
れ
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
免
を
操
作
し
て
そ
の
分
を
控
除
す
る
方
法
も
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
年
々
の
年
貢
量
は
わ
ず
か
だ
が
変
動
す
る
の
が
常
だ
っ

た
。
間
竿
と
斗
代
を
決
め
た
検
地
に
よ
っ
て
高
を
定
め
、
そ
こ
に
免
を

加
味
し
て
年
貢
量
を
算
出
す
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
高
が
知
行
高

だ
っ
た
。
主
君
よ
り
知
行
を
安
堵
さ
れ
る
と
、
あ
と
は
そ
の
知
行
主
が

免
を
定
め
て
年
貢
を
徴
収
す
る
の
で
あ
る
。
将
軍
と
大
名
の
関
係
も
、

大
名
と
家
臣
の
関
係
も
こ
う
し
た
知
行
高
で
結
ぼ
れ
て
い
た
。
理
念
的

に
は
免
の
決
定
は
知
行
を
安
堵
さ
れ
た
側
の
権
限
だ
が
、
諸
潜
は
幕
府

直
轄
領
の
免
を
参
考
と
し
、
家
臣
た
ち
は
大
名
蔵
入
地
の
免
に
倣
い
、

年
貢
率
は
次
第
に
平
準
化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
高
と

免
に
関
す
る
一
般
的
な
理
解
は
、
秋
田
藩
で
は
通
用
し
な
か
っ
た
。

二
六
万
四
O
八
一
石
の
知
行
高
目
録
E
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。

新
田
高
合
計
の
（
カ
）
六
万
三
九
七
五
石
を
、
「
六
ツ
成
ニ
〆
」
て
（
キ
）

三
万
一
九
八
七
石
と
変
換
し
た
方
程
式
を
考
え
る
な
ら
、
（
カ
）
の
高
に

免
0
・
三
を
乗
じ
た
値
と
、
（
キ
）
の
高
に
免
0
・
六
を
掛
け
た
値
は
斗

升
合
を
切
り
捨
て
て
共
に
一
万
九
一
九
二
石
と
な
っ
て
一
致
す
る
。
す

な
わ
ち
、
六
ツ
成
に
換
算
し
た
場
合
の
新
田
高
合
計
（
キ
）
を
X
石
と
す

る
と
、

X
は
X
石
×

0
・
六
日
六
万
三
九
七
五
石

x
0
・
三
の
解
と
し

て
算
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
高
に
免
を
掛
け
て
得
ら
れ
る
値
、

す
な
わ
ち
年
貢
量
が
同
じ
に
な
る
よ
う
に
秋
田
藩
が
操
作
し
て
い
る
こ

A
喧

ヴ
4
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と
の
現
れ
だ
っ
た
。
そ
の
年
貢
量
は
農
民
が
負
担
す
る
大
き
さ
を
示
す

と
と
も
に
家
臣
た
ち
が
得
る
経
済
的
保
障
の
大
き
さ
で
も
あ
っ
た
。

常
陸
領
を
没
収
さ
れ
、
領
知
高
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま
秋
田
に
移
封
し

た
佐
竹
氏
は
、
入
封
し
た
当
初
、
新
領
地
の
正
確
な
村
高
を
把
握
す
る

こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
一

授
な
ど
起
こ
ら
ぬ
よ
う
年
貢
徴
収
に
は
細
心
の
注
意
を
払
い
、
同
時
に

常
陸
か
ら
臣
従
し
て
き
た
家
臣
一
同
に
知
行
を
安
堵
し
家
臣
団
を
編
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
難
し
い
課
題
に
同
時
に
対
処
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
家
臣
た
ち
が
村
方
か
ら
年
貢
を
徴

収
す
る
の
に
慾
意
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
同
じ
高
で
あ
り
な
が

ら
宛
が
わ
れ
た
時
と
場
所
に
よ
っ
て
年
貢
徴
収
額
に
差
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
一
番
問
題
だ
っ
た
の
は
時
間
差
だ
っ
た
。

現
地
の
治
安
も
不
安
定
な
状
況
で
掌
握
し
た
村
高
と
、
入
封
し
て
十

数
年
の
時
を
経
た
後
の
検
地
で
把
握
し
た
村
高
と
で
、
そ
こ
に
質
的
な

差
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
入
封
直
後
、
村
方
に
自
己
申
告
さ
せ

た
指
出
検
地
で
は
、
そ
の
と
き
の
村
勢
実
態
よ
り
低
め
の
村
高
が
報
告

さ
れ
た
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
指
出
検
地
に
基
づ
い
て
家

臣
に
知
行
高
を
配
当
し
た
あ
と
で
、
そ
の
高
と
、
大
坂
の
陣
の
最
中
に

実
施
さ
れ
た
総
検
地
で
掌
握
さ
れ
た
高
と
に
質
的
な
差
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
新
田
開
発
の
成
果
を
随
時
検
地
し
て
、
そ

の
高
を
本
知
高
に
繰
り
入
れ
る
と
き
、
移
封
直
後
に
安
堵
し
た
知
行
高

と
新
田
の
検
地
高
と
で
質
的
な
差
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
藩
と

し
て
は
、
家
臣
に
配
当
す
る
高
を
均
質
に
な
ら
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
秋
田
滞
に
と
っ
て
検
地
と
は
、
こ
の
よ
う
に
均
質
な
高
を
算
出

す
る
こ
と
で
あ
り
、
家
臣
配
当
高
と
し
て
使
え
る
数
値
を
導
き
出
す
作

業
だ
っ
た
。

こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
免
を
操
作
す
れ
ば
年
貢
量
が
変
わ
る
の
で
は

な
く
、
高
の
方
が
変
動
す
る
と
い
う
そ
の
独
自
な
考
え
方
だ
っ
た
。
免

三
ツ
で
も
六
ツ
で
も
年
貢
量
は
不
変
で
、
そ
の
免
に
従
っ
て
高
が
変
わ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
島
田
に
打
診
し
た
二
つ
の
知
行
高
目
録
に
即

し
て
考
え
る
な
ら
、
こ
の
目
録
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
高
は
、
免
か
ら
逆

算
さ
れ
た
数
値
で
あ
り
、
単
純
な
検
地
高
の
集
計
値
で
は
な
か
っ
た
。

惣
高
二
三
万
石
余
と
あ
る
の
は
秋
田
分
と
仙
北
三
郡
の
そ
れ
ぞ
れ
本
田

と
新
田
に
つ
い
て
、
免
を
六
ツ
と
し
て
逆
算
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
高
が

割
り
出
さ
れ
る
と
い
う
数
値
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
生
産
力
の
六

割
を
年
賞
徴
収
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
ず
、
こ
の
場
合
の
免
六
ツ
は
年

賀
率
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
種
の
係
数
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
新
回
分
を
係
数
0
・
三
で
逆
算
し
、
係
数
0
・
六
で
算
出
さ
れ
た

本
田
分
と
合
算
す
る
な
ら
二
六
万
石
余
の
惣
高
が
導
き
出
さ
れ
る
の

だ
っ
た
。
こ
れ
を
仮
に
、
免
を
四
ツ
五
分
と
し
て

0
・
四
五
の
係
数
を

用
い
る
な
ら
、
秋
田
藩
の
惣
高
は
そ
れ
に
応
じ
た
数
値
が
導
き
曲
さ
れ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
肝
要
な
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
も
、

農
民
の
負
担
は
同
じ
で
あ
り
、
蔵
入
分
と
給
人
分
の
年
貢
徴
収
高
合
計

も
ま
た
変
わ
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
給
人
に
よ
る

-75-
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年
貢
徴
収
の
慾
意
性
を
排
除
し
て
村
方
の
反
発
を
抑
え
、
同
時
に
給
人

配
当
高
の
均
質
化
も
実
現
す
る
と
い
う
工
夫
だ
っ
た
。
こ
の
方
式
は
秋

田
藩
が
辿
り
着
い
た
一
つ
の
到
達
点
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

秋
田
藩
か
ら
二
つ
の
知
行
高
目
録
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
い
ず
れ
が
適

当
か
と
打
診
さ
れ
た
島
田
利
正
が
、
こ
の
よ
う
な
秋
田
藩
に
お
け
る
特

異
な
高
操
作
の
在
り
方
を
理
解
で
き
た
と
は
思
え
な
い
。
秋
田
分
の
新

田
高
は
、
一
方
の
目
録
ー
で
は
一
万
四
O
四
九
石
と
記
さ
れ
な
が
ら
、

も
う
一
方
の
目
録
E
で
は
二
万
八
三
九
三
石
だ
っ
た
。
も
し
島
田
が
こ

の
こ
と
に
気
付
い
た
な
ら
、
不
審
に
思
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

目
録
単
体
で
見
る
と
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
数
値
は
す
べ
て
そ
の
計
算
値

に
狂
い
は
な
か
っ
た
。
い
ま
、
こ
の
二
つ
の
知
行
高
目
録
I
と
E
だ
け

で
は
、
秋
田
分
新
田
高
と
さ
れ
る
二
つ
の
高
に
つ
い
て
、
そ
の
関
係
を

合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

島
田
が
下
し
た
結
論
は
、
惣
高
二
三
万
石
余
と
二
六
万
石
余
の
聞
を

取
っ
て
二
五
万
石
丁
度
に
せ
よ
、
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、

秋
田
藩
は
次
の
通
り
も
う
一
つ
の
知
行
高
目
録
E
を
作
成
し
た
。

秋
回
・
仙
北
知
行
高
目
録

一
高
七
万
四
千
七
百
石

一
高
弐
万
石

一
高
拾
弐
万
五
千
三
百
石

一
高
三
万
石

右
高
〆
弐
拾
五
万
石

秋
田
分
本
田

岡

分

新

田

仙
北
分
本
田

岡

分

新

聞

内
五
万
石
ハ
新
田

寛
永
拾
壱
年

【幻｝

九
月
廿
二
日

右
の
日
付
は
九
月
二
十
二
日
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
十
月
四
日
付
で
返

信
さ
れ
た
島
聞
か
ら
の
書
状
を
受
け
て
作
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い

だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
秋
田
藩
は
、
寛
永
十
一
年
十
月
、
三
代
将
軍
徳
川

家
光
の
判
物
改
で
、
家
康
判
物
の
原
典
と
そ
の
写
に
こ
の
二
五
万
石
丁

度
の
知
行
高
目
録
を
添
え
て
幕
府
に
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本

田
分
は
、
秋
田
分
、
仙
北
分
と
も
に
秋
田
藩
が
六
ツ
成
高
で
作
成
し
た

高
に
近
い
数
値
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
新
田
分
は
何
と
も

切
り
の
い
い
数
値
を
以
て
惣
高
二
五
万
石
が
導
き
出
さ
れ
た
の
だ
っ

た。
し
か
し
、
幕
府
が
秋
田
藩
の
こ
の
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
伝
承
さ
れ
る
通
り
、
二
五
万
石
の
申
請
に
可
と
も
否
と
も
返

答
は
な
く
、
家
康
判
物
の
原
典
が
返
却
さ
れ
た
だ
け
で
、
家
光
か
ら
佐

竹
義
隆
に
領
知
判
物
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
寛
文
四
年
、

家
網
の
判
物
改
対
策
を
協
議
し
た
と
き
、
家
老
の
梅
樟
忠
雄
が
記
憶
し

て
い
た
内
容
は
こ
の
通
り
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

- 76一

お
わ
り
に

以
上
に
よ
り
、
寛
永
十
一
年
、
秋
田
藩
が
考
え
た
こ
つ
の
領
知
高
に

関
す
る
検
討
を
終
え
る
。
こ
の
二
つ
の
高
は
と
も
に
活
か
さ
れ
る
こ
と
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な
く
、
そ
の
聞
を
取
っ
た
二
五
万
石
の
領
知
高
も
ま
た
幕
府
が
認
定
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
検
証
を
通
し
、
秋
田
藩
に
と
っ
て
の
領
知

高
と
は
、
あ
る
種
係
数
と
も
い
え
る
免
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
数
値
だ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
確
定
し
た
高
が
根
本
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
高
は
後
か
ら
逆
算
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

秋
田
藩
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
は
、
そ
こ
に
何
の
問
題
も
な
か
っ
た
。

秋
田
藩
は
将
軍
か
ら
領
知
高
を
認
定
さ
れ
ず
と
も
、
年
貢
徴
収
も
家
臣

聞
編
成
も
つ
つ
が
な
く
お
こ
な
え
る
独
自
方
式
を
編
み
出
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

こ
の
前
提
に
立
っ
た
と
き
、
幕
府
と
藩
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
大

名
領
知
高
は
、
何
よ
り
も
大
名
謀
役
を
決
め
る
役
高
と
認
識
さ
れ
て
当

然
だ
っ
た
。
寛
文
四
年
の
四
代
将
軍
徳
川
家
網
の
判
物
改
で
、
そ
の
対

応
を
協
議
し
た
場
面
に
お
い
て
、
世
子
を
は
じ
め
秋
田
務
の
首
脳
た
ち

に
領
知
商
を
大
名
家
格
の
面
か
ら
捉
え
る
認
識
が
窺
え
な
か
っ
た
の

は
、
こ
の
独
自
方
式
の
ゆ
え
だ
っ
た
。
秋
田
藩
に
お
け
る
高
は
後
か
ら

逆
算
さ
れ
た
見
掛
け
の
値
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
寛
文
印
知
に
よ
っ
て
大
名
領
知
高
が
軍
役
高
の
基
本
で
あ

る
ば
か
り
か
、
大
名
家
格
を
も
規
定
す
る
と
い
う
幕
府
の
体
制
が
整
え

ら
れ
る
と
、
秋
田
藩
に
お
い
て
も
領
知
高
に
対
す
る
認
識
を
変
え
ざ
る

を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
判
物
改
で
は
内
々

に
三

O
万
石
へ
の
昇
格
を
果
た
す
べ
く
政
治
工
作
が
試
み
ら
れ
た
の

だ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
前
稿
に
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ

で
次
は
、
秋
田
藩
佐
竹
氏
の
領
知
高
二

O
万
石
が
確
定
す
る
寛
文
四
年

の
判
物
改
の
具
体
的
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
そ
れ

は
、
藩
主
佐
竹
義
隆
が
参
勤
交
代
で
江
戸
に
向
か
う
途
中
、
寛
文
四
年

四
月
か
ら
、
藩
邸
に
到
着
し
た
直
後
、
五
月
六
月
の
政
治
日
程
だ
っ
た
。

註
（1
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、

A
S
一
三
七
｜
一
四
｜
一

l
四
「
嶋
田
弾

正
書
状
（
寛
永
十
一
年
）
」
。
な
お
、

A
s＝
二
七
｜
一
四
｜
二
｜
一

は
、
こ
れ
の
下
書
き
と
見
ら
れ
る
。

（2
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、

A
S
一
三
七
｜
一
四
｜
一

l
一
「
秋
田
・

仙
北
知
行
高
目
録
」
の
包
紙
。

（3
）
拙
稿
「
貞
享
元
年
、
秋
田
藩
三
O
万
石
昇
格
運
動
と
郷
村
高
辻
帳
」

（
「
秋
大
史
学
」
五
九
号
、
二
O
一
三
年
三
月
）
。

（
4
）
拙
稿
「
秋
田
糖
、
宝
永
八
年
郷
村
高
辻
帳
と
正
保
郷
帳
」
（
「
秋
田
大

学
教
育
文
化
学
部
研
究
紀
要
」
人
文
科
学
・
社
会
科
学
部
門
第
六

九
集
、
二
O
一
四
年
三
月
）
。

（5
）
梅
津
一
族
に
関
す
る
系
譜
は
『
大
日
本
古
記
録
梅
津
政
景
日
記

九
』
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
、
岩
被
害
店
刊
、
一
九
八
四
年
六

月
）
所
収
の
系
図
に
依
る
。

（6
）
『
秋
田
県
史
資
料
近
世
編
上
』
（
秋
田
県
編
、
歴
史
図
書
社
刊
、

一
九
七
九
年
九
月
）
所
収
、
「
歴
代
家
老
名
譜
」
一
一
一
頁
。

（7
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、
県
A
｜
二
八
八
・
二
｜
五
九

O
l
一一二「黒
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沢
氏
系
譜
」
。

（8
）
『
国
典
類
抄
第
十
巻
軍
部
全
」
（
秋
田
県
立
図
書
館
編
、
秋
田
県

教
育
委
員
会
発
行
、
一
九
八
O
年
）
五
五
頁
。
秋
田
県
公
文
書
館
所

蔵、

A
S
二
O
九
｜
一
七
一
「
国
典
類
抄
」
の
「
前
編
軍
部
三
御

判
物
井
御
高
辻
、

（
9
）
秋
田
藩
の
「
黒
印
高
帳
」
に
関
し
て
は
、
半
田
市
太
郎
氏
が
「
秋
田

藩
に
お
け
る
天
和
四
年
黒
印
高
に
つ
い
て
」
お
よ
び
「
秋
田
藩
に
お

け
る
享
保
一
四
年
黒
印
高
に
つ
い
て
」
（
「
秋
田
経
済
法
科
大
学
付
属

経
済
研
究
所
所
報
」
一
一
一
号
、
二
二
号
、
共
に
一
九
八
六
年
）
に
お

い
て
詳
細
な
計
量
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
叩
）
前
掲
註
（
8
）
の
「
国
典
類
抄
第
十
巻
軍
部
全
』
一
六
五
頁
。

（
日
）
「
国
典
類
抄
」
に
収
録
さ
れ
る
「
阿
見
順
平
知
康
所
持
、
御
領
知
之

御
判
物
御
拝
請
之
次
第
」
の
割
註
の
中
に
は
、
「
国
典
類
抄
」
の
編

者
が
記
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
今
宮
の

記
し
た
注
釈
と
を
峻
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
こ
こ
で
は
仮
に
今
宮

が
付
け
た
補
註
と
推
定
し
て
お
く
。

（
ロ
）
こ
の
記
述
に
よ
り
、
「
岡
見
順
平
知
康
所
持
、
御
領
知
之
御
判
物
御

拝
請
之
次
第
」
が
今
宮
義
透
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
編
纂
物
で
あ

る
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
日
）
以
下
、
第
三
説
で
引
用
す
る
史
料
は
、
後
掲
註
（
時
）
の
「
出
羽
国

知
行
高
目
録
」
を
除
き
、
す
べ
て
前
掲
註
（
叩
）
の
「
阿
見
順
平
知

康
所
持
、
御
領
知
之
御
判
物
御
拝
請
之
次
第
」
に
依
る
ロ

（U
）
『
佐
竹
家
譜
中
』
佐
竹
第
二
十
二
世
義
隆
家
譜
、
な
ら
び
に
佐

義
処
家
譜
（
原
武
男
校
訂
、
東
洋
書
院
、

一
九
八

竹
第
二
十
三
世

九
年
）
。

（
日
）
現
状
で
は
秋
田
藩
の
御
判
紙
番
替
に
関
す
る
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
そ

の
蓄
積
が
な
い
。
『
横
手
市
史
史
料
編
近
世
E
』
（
横
手
市
編
・

発
行
、
二

O
O九
年
）
に
よ
り
横
手
給
人
の
知
行
御
判
紙
と
御
判
紙

番
替
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
日
）
千
秋
文
庫
所
蔵
、
「
出
羽
国
知
行
高
目
録
上
中
下
」
。
こ
れ
が
正
保

郷
帳
の
写
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
4
）
の
拙
稿
参
照
。

（
口
）
前
掲
註
（
5
）
に
同
じ
く
『
大
日
本
古
記
録
梅
津
政
景
日
記
六
』

二
八
九
頁
。

（
時
）
前
掲
註
（
日
）
の
「
横
手
市
史
史
料
編
近
世
E
』
参
照
。

（
四
）
前
掲
註
（
8
）
に
同
じ
く
『
国
典
類
抄
第
十
巻
寧
部
全
』
の
五

七
頁
。

（
初
）
前
掲
註
（
m
W
）
に
同
じ
。

（
幻
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、

A
S一
三
七
l
一
四
｜
二
｜
三
「
秋
田
・

仙
北
知
行
高
目
録
」
。

（
n）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、

A
s
＝
二
七

l
一
四
｜
一
｜
二
、
お
よ
び

A
S一
三
七

l
一
四

l
二
l
四
「
秋
田
・
仙
北
知
行
高
目
録
、

（
怨
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、

A
s
＝
二
七
｜
一
四

l
一
ー
て

A
S
三

一七

l
一
四

l
一
｜
三
、
お
よ
び
A
S
一
三
七

l
一
四
｜
二
｜
二
「
秋

田
・
仙
北
知
行
高
目
録
」
。
こ
の
三
点
の
内
、
最
後
の
「
二

l
二」

の
端
裏
に
「
下
番
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
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